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一
七
九
二
年
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
は
珍
し
い
大
雪
に
ひ
っ
そ
り
と
沈
み
こ
ん
で
い
た
。
前
世
紀
に
は
四
万
人
を
数
え
た
市
民
も
、
内
陸
部

か
ら
海
洋
へ
の
通
商
路
の
転
換
、
旧
態
依
然
と
し
た
ツ
ン
フ
ト
体
制
の
支
配
（
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
の
名
に
値
す
る
も
の
は
皆
無
で
あ

っ
た
）
、
パ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ア
な
る
象
徴
的
な
船
称
を
も
っ
た
川
棚
批
族
に
よ
る
火
、
小
参
小
会
、
あ
ら
ゆ
る
行
政
・
司
法
・
服
蜥
搬
機
側

（
１
）
 

の
独
占
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
腐
敗
と
停
滞
、
こ
れ
ら
の
せ
い
で
一
万
人
も
減
少
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
フ
ラ
ン
ヶ
ン
・
ク
ラ
イ
ス

の
な
か
で
は
経
済
的
、
政
治
的
そ
し
て
文
化
的
に
一
際
そ
び
え
た
つ
「
帝
国
都
市
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
ラ
イ
ン
ー
マ

イ
ン
（
ｌ
レ
グ
ー
ー
ッ
ッ
）
ｌ
ド
ナ
ウ
を
結
び
、
ザ
ル
ッ
プ
ル
ク
ー
エ
ア
フ
ル
ト
ー
ラ
イ
プ
ッ
ィ
ヒ
と
続
く
「
塩
の
道
」
に
あ
り
、
一
一
七
領

代
表
か
ら
な
る
ク
ラ
イ
ス
識
会
も
徽
設
さ
れ
て
い
た
。
な
か
で
も
目
立
っ
て
い
た
の
は
、
「
た
い
て
い
の
人
々
が
特
別
な
結
社
の
中
で
の

よ
う
に
自
川
に
話
せ
る
た
め
に
、
居
酒
屋
に
災
ま
っ
て
は
〔
識
論
し
〕
、
そ
し
て
何
で
も
沢
山
読
ま
れ
て
い
る
」
こ
と
が
示
す
自
山
な
界

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
四
七

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

の

は
じ
め
に
ｌ
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
、
エ
ア
ハ
ル
ト

’
一
七
九
四
’
九
六
年
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク

民
衆
遮
励
と
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
エ
ア
ハ
ル
ト
ー

寺

桐

真
美



球
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
四
八

（
２
）
 

Ⅲ
気
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
居
酒
臆
談
議
に
は
一
七
八
九
年
以
来
ま
っ
た
く
新
し
い
話
題
が
入
っ
て
き
て
、
ど
の
ピ
ア
ホ
１
ル
、
水
侭

術
、
ス
タ
ン
ド
も
パ
リ
の
ル
イ
一
家
と
サ
ン
キ
ュ
皿
ツ
ト
、
ウ
ィ
ー
ン
営
延
と
ベ
ル
リ
ン
の
国
王
の
動
向
で
も
ち
き
り
だ
っ
た
。
幸
い
な

こ
と
に
『
平
和
と
戦
争
の
飛
脚
』
は
、
七
川
一
一
一
一
一
Ⅱ
付
パ
リ
通
信
貝
の
手
に
な
る
パ
ス
テ
ィ
ー
ュ
喚
確
の
報
を
牧
せ
て
か
ら
、
Ⅱ
Ⅶ
Ｈ
を

除
い
て
征
Ⅱ
大
革
命
を
め
ぐ
る
内
外
の
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
て
く
れ
て
い
た
し
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
を
は
じ
め
ラ
イ
ン
左
岸
発
行
の
．
ハ

（
３
）
 

ン
フ
レ
ヅ
ト
額
も
秘
か
に
持
ち
込
ま
れ
、
回
し
読
み
さ
れ
て
い
た
。

だ
が
パ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ァ
や
名
士
連
、
仲
買
大
商
人
や
金
融
業
者
、
手
工
業
親
方
、
将
校
や
士
官
と
い
っ
た
お
偉
方
か
ら
、
下
は
職
人
、

徒
弟
、
小
売
商
、
日
雇
い
、
使
用
人
、
乞
食
、
さ
ら
に
は
市
壁
外
の
水
呑
百
姓
に
至
る
ま
で
、
住
民
全
部
の
な
か
に
と
び
き
り
の
話
題
を

提
供
し
た
の
は
、
町
の
同
じ
空
気
を
す
っ
て
い
る
連
中
が
夜
陰
に
乗
じ
て
町
の
あ
ち
こ
ち
に
貼
り
だ
す
手
書
き
や
、
稀
に
印
刷
さ
れ
た
ポ

ス
タ
Ｉ
、
ビ
ラ
だ
っ
た
。
こ
の
町
に
ほ
ん
の
僅
か
住
ん
だ
者
で
、
あ
の
『
赤
い
お
ん
ど
り
事
件
』
を
知
ら
な
い
者
は
誰
一
人
と
し
て
い
な

か
っ
た
。
パ
ス
テ
ィ
ー
ュ
か
ら
一
力
凡
後
の
八
月
一
三
日
朝
九
時
、
聖
口
ｌ
レ
ン
ッ
教
会
脇
の
宿
屋
「
赤
い
お
ん
ど
り
』
の
入
川
で
、

『
超
て
、
兄
弟
よ
！
起
て
、
市
民
よ
！
』
で
始
ま
る
手
書
ポ
ス
タ
ー
が
発
見
さ
れ
た
。
「
今
こ
そ
諸
君
の
、
山
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
権
利
を

両
び
手
中
に
す
る
秋
だ
。
…
…
幸
い
に
も
今
は
、
我
ら
が
貴
族
た
る
ご
ろ
つ
き
で
愚
鈍
な
連
中
〔
パ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ア
〕
は
誰
に
も
助
け
を

求
め
ら
れ
な
い
．
…
・
・
・
私
は
間
く
決
意
し
た
一
一
一
九
人
の
他
の
市
民
と
共
に
濟
い
あ
っ
た
、
瀦
瀦
の
先
頭
に
立
ち
、
イ
ザ
と
な
れ
ば
人
非
人

（
１
）
 

の
尚
族
の
家
に
火
と
つ
け
る
、
と
。
』
人
権
Ⅲ
自
然
権
ｕ
復
の
論
理
、
パ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ァ
支
配
体
制
打
破
の
プ
旧
グ
ラ
ム
、
結
社
、
雅
力

を
含
む
組
織
的
行
肋
へ
の
訴
え
、
こ
れ
ら
は
今
ま
で
地
下
に
滞
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
弱
く
あ
る
い
は
部
分
的
に
炎
明
さ
れ
て
い
た
ニ
ュ

ル
ン
ベ
ル
ク
民
衆
の
声
が
一
気
に
、
し
か
も
初
め
て
ほ
と
ば
し
り
で
た
証
で
あ
っ
た
。
参
獅
会
と
響
察
は
瓢
跡
鑑
定
や
報
悩
金
の
手
段
に

も
訴
え
必
死
の
調
査
を
続
け
る
が
、
「
事
件
」
は
迷
宮
入
り
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
ま
た
市
民
の
喝
采
を
は
く
す
る
の
で
あ
る
。
レ
ー
ゲ
ン



二
五
才
の
エ
ア
ハ
ル
ト
も
二
航
の
愈
味
で
岐
路
に
立
っ
て
い
た
。
針
金
細
工
親
方
の
息
子
と
し
て
一
○
年
以
上
も
父
の
許
で
兇
習
い
を

（
７
）
 

し
た
も
の
の
、
生
来
の
病
気
（
鼻
血
と
妄
想
）
故
か
ヴ
ュ
ル
ッ
．
フ
ル
ク
大
学
医
学
部
で
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
の
教
え
と
援
助
を
受
け
、

八
月
ま
で
に
は
博
士
論
文
（
ア
ル
ト
ド
ル
フ
大
学
）
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
狸
哩
・
巾
の
商
人
ゾ
ー
リ
ン
グ
の
娘
と
の
結
蛎
を
側
近
に

（
９
）
 

擁
え
、
Ⅲ
業
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
教
授
職
を
求
め
続
け
る
の
か
。
さ
ら
に
一
段
と
問
題
な
の
が
、
現
下
の
出
来
小
に
ど
の
よ
》
ワ
に
参
加

す
る
の
か
だ
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
独
習
す
る
な
か
で
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
と
制
度
が
意
思
の
自
律
性
、
道
徳
的
意
思
に
究
極
の
根
拠
を

（
、
）

も
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
学
び
、
大
学
卒
業
後
の
九
○
’
九
一
年
冬
イ
ェ
ナ
で
は
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
と
、
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
で
は
カ
ン

ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
と
、
さ
ら
に
は
シ
ラ
ー
と
語
り
あ
う
な
か
で
、
道
徳
論
を
艦
礎
に
自
然
法
の
体
系
と
立
法
論
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
四
九

し
か
し
な
が
ら
一
七
九
一
一
年
春
の
今
、
ド
カ
雪
を
も
溶
か
し
そ
う
な
二
つ
の
事
件
が
市
民
の
不
満
と
期
待
を
こ
れ
ま
で
に
な
く
高
め
て

い
た
。
二
月
ア
ン
ス
パ
ッ
ハ
・
パ
イ
回
イ
ト
侯
国
付
大
臣
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
を
代
表
し
て
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
市

川
を
含
め
近
郊
一
帯
に
対
す
る
領
邦
主
椛
を
要
求
す
る
勅
令
を
つ
き
つ
け
て
い
た
。
ど
う
す
る
の
か
。
二
つ
め
は
前
年
八
月
プ
ロ
イ
セ
ン

国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
と
皇
帝
レ
オ
ポ
ル
ト
Ⅱ
世
が
「
フ
ラ
ン
ス
王
制
再
興
」
を
う
た
っ
た
ピ
ル
ニ
ヅ
ッ
宣
言
後
の
成
行

で
あ
る
。
サ
ン
キ
ュ
ロ
ッ
ト
軍
三
○
万
は
キ
ュ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
、
ポ
ナ
パ
ル
ト
、
デ
ュ
ム
ー
リ
エ
を
先
頭
に
ラ
イ
ン
、
ロ
ー
ス
、
モ
ー
ゼ
ル

そ
し
て
北
の
行
方
而
服
に
典
結
し
、
迎
合
爪
は
プ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
γ
イ
ク
・
リ
ュ
ー
ネ
プ
ル
ク
大
公
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
卜
を
総
司
令
官
と

（
６
）
 

し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
ー
オ
ー
ス
ト
リ
ア
川
の
反
目
は
あ
り
な
が
ら
、
戦
端
を
開
く
準
鮒
を
舎
沁
了
し
て
い
る
。
「
帝
国
都
市
」
市
民
は
ど
う

し
て
、
プ
ロ
イ
・

行
励
す
べ
き
か
。

ス
プ
ル
ク
の
帝
国
雛
会
に
よ
る
「
当
局
に
対
す
る
臣
民
の
非
合
法
的
行
為
を
公
に
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
伽
し
も
何
ん
の
効
果
も
な
か

（
５
）
 

っ
た
。



革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
五
○

（
皿
）

と
い
う
硴
偏
も
深
ま
っ
て
き
た
。
フ
ー
フ
ン
ス
革
命
の
経
過
を
入
念
に
研
究
し
て
み
て
、
色
々
不
充
分
な
点
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
し
か
し

基
本
的
に
は
自
分
の
考
え
に
合
致
し
て
い
る
。
川
自
然
状
態
は
不
正
義
の
状
態
で
あ
る
。
②
人
間
が
道
徳
的
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
己

決
定
の
権
利
と
そ
れ
に
直
接
規
定
さ
れ
る
一
連
の
権
利
（
狭
義
の
人
椛
）
は
誰
も
ど
ん
な
体
制
も
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
③
こ
れ
を
相

互
に
保
祇
し
あ
い
、
人
椛
行
使
の
柵
条
件
（
広
義
の
人
椛
）
を
保
祇
す
る
の
が
市
民
社
会
で
あ
お
・
川
し
た
が
っ
て
市
民
状
態
へ
の
移
行

は
人
間
に
と
っ
て
の
義
務
な
の
だ
。
⑥
も
し
こ
の
保
証
を
担
保
す
る
力
が
受
託
者
で
は
な
く
所
有
者
の
手
に
入
れ
ば
、
支
配
者
は
専
制
君

主
と
な
り
、
臣
民
は
奴
隷
と
な
る
。
逆
に
大
多
数
の
民
衆
の
声
に
従
っ
て
椛
力
が
行
使
さ
れ
る
と
き
、
民
主
制
と
輕
怒
。
㈹
そ
し
て
今
の

（
凪
）

所
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
行
為
が
生
じ
て
い
る
の
は
全
世
界
の
な
か
で
フ
ラ
ン
ス
だ
け
な
の
だ
。

＊
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
同
時
代
史
と
し
て
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
捲
し
た
、
謂
わ
ぱ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
革
命
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
「
波
及
」
過
程
は
受

肋
的
な
も
の
で
は
な
く
、
行
氏
族
、
各
国
家
の
都
市
市
民
、
知
微
人
、
民
衆
そ
し
て
鵬
氏
に
よ
る
自
作
的
な
思
想
と
皿
肋
を
発
腱
さ
せ
、
そ
れ

に
支
え
ら
れ
て
服
肌
し
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
当
時
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
と
し
て
一
柵
さ
れ
た
急
進
的
な
い
し
雌
命
的
民
主
主
義
者
た
ち
の
思
想

と
迎
助
は
、
経
済
・
社
会
・
政
胎
・
文
化
の
全
傾
城
に
わ
た
っ
て
、
民
主
主
義
の
班
念
を
独
脚
に
発
腰
さ
せ
、
か
つ
具
体
化
し
よ
う
と
努
め
る

点
で
、
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
個
人
の
舷
大
阪
の
自
由
と
社
会
的
平
等
、
諸
民
族
の
述
滞
を
実
現
す
る
社
会
を
様
々
に
構
想
し
、
そ
の

た
め
に
行
肋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
実
現
さ
れ
る
巌
木
制
で
も
な
く
、
パ
プ
ー
フ
の
途
で
も
な
く
、
ま
さ
に
砧
命
的
民
主
主
瀧
と
い
う

洲
わ
ぱ
第
三
の
遊
を
探
求
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
思
想
迎
川
は
、
一
八
四
八
’
四
九
年
の
第
二
の
ヨ
ー
画
ヅ
パ
帖
命
ま
で
述
な
っ
て
い

く
、
今
度
は
赤
い
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
と
し
て
。
、

我
が
国
で
は
、
辮
見
の
か
ぎ
り
、
ま
だ
本
格
的
な
研
究
は
現
れ
て
い
な
い
（
但
し
脚
山
氏
鵬
迎
励
は
勿
論
除
外
す
る
。
マ
イ
ン
ッ
・
ジ
ャ
コ

パ
ン
派
ゲ
オ
ル
ク
・
フ
ォ
ル
ス
タ
ー
に
関
し
て
は
次
の
翻
訳
が
あ
る
が
、
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
遮
励
史
を
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
は
い
な
い
。
『
ゲ
ォ
ル

ク
・
フ
ォ
ル
ス
ク
ー
作
仙
災
』
、
三
修
社
、
一
九
八
一
一
一
年
ｊ
木
脇
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
・
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
エ
ァ
ハ
ル
ト
の
思
想
を
民
衆
巡
仙
と

の
関
係
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
分
析
し
て
い
る
。
民
衆
遮
動
の
自
律
性
と
理
論
、
政
簸
の
徒
と
し
て
の
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
の
緊
張
関
係
は
フ
ラ
ン



（
３
）
『
ュ
の
ロ
の
ロ
⑫
．
■
且
厚
】
の
、
⑪
１
，
．
日
】
の
門
．
、
の
Ｑ
２
、
再
Ｐ
且
く
の
１
の
円
く
○
コ
や
．
］
・
司
骨
㈱
の
ｎ
戸
の
『
．
］
。
＄
－
】
い
＆
・
当
時
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
は
さ
ら
に

二
紙
（
ｚ
旨
：
円
い
】
⑪
９
の
ゴ
。
○
ず
の
口
島
、
ロ
の
句
３
，
，
目
。
シ
目
の
】
、
の
，
ｚ
月
冨
局
貸
の
Ｐ
曽
日
ワ
貝
臼
⑫
９
の
尻
巳
⑩
の
匙
一
。
ｐ
の
幻
の
一
◎
ず
の
－
○
ヶ
円
・

勺
８
８
『
貝
の
‐
Ｎ
の
目
ロ
堀
・
前
背
は
身
辺
記
事
が
主
で
、
後
打
は
反
紘
命
的
と
い
う
。
く
い
｝
・
少
ｐ
８
ｐ
ｍ
９
⑪
８
の
『
曲
の
『
・
量
目
ワ
閂
い
】
日
ゴ
〒

□
の
『
の
ｎ
コ
の
一
口
。
Ｒ
岡
目
ロ
＆
凶
眈
ｎ
画
の
。
”
の
く
。
］
Ｐ
回
。
Ｐ
甘
叩
田
の
】
（
⑫
、
ケ
ユ
ヰ
律
『
ケ
ロ
望
閂
】
⑪
の
ぎ
め
い
■
ロ
。
①
の
腕
の
⑩
、
富
、
胃
の
》
、
□
・
巴
・
四
・
四
。
〕
①
⑫
Ｐ
、
。
←
］
Ｐ

少
ｐ
Ｂ
．
⑱
）
と
、
月
刊
誌
が
事
実
上
三
つ
（
］
○
日
目
一
ぐ
○
口
目
・
津
吋
句
円
：
穴
８
．
ぐ
日
の
鼠
ロ
巳
⑫
。
冨
国
陣
爲
：
】
○
日
目
一
ぐ
○
口
目
。
歓
同
Ｃ
２
‐

【
⑪
、
亘
口
己
・
い
ず
れ
も
非
政
治
的
と
い
う
。
ぐ
ぃ
』
，
両
ｇ
・
）
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
短
期
間
で
し
か
も
隣
町
発
行
で
は
あ
る
が
、
現
地
通
信
風
発
の
二

（
１
）
］
○
ゲ
ロ
ロ
コ
ロ
の
ａ
ｍ
ｇ
ご
同
刷
ケ
Ｐ
ａ
・
抄
い
の
貝
の
『
国
⑪
ユ
Ｃ
冨
口
ロ
ロ
：
ヰ
ロ
ロ
Ｎ
・
切
一
⑪
○
ヶ
の
ロ
ン
扁
鷺
ロ
日
】
口
】
閂
ｑ
旨
ロ
】
・
ｚ
Ｈ
・
い
く
○
３
」
⑱
。
『
・
』
ご
の
ど
】
貝

四
の
一
一
ョ
員
の
。
■
回
回
め
】
⑫
（
ロ
『
⑫
堀
・
く
・
）
・
ロ
ロ
Ｒ
□
陣
⑪
宛
の
。
冒
○
の
い
く
。
］
穴
叩
隠
口
田
口
閂
”
⑦
ぐ
○
一
口
［
－
．
．
巨
再
ロ
ロ
ロ
ロ
閂
の
⑫
○
コ
Ｈ
璋
汗
の
Ｐ
の
瑁
回
旦
涛
Ｐ
［
・
句
・
ロ
・
富
。

ご
『
。
⑫
。
弓
喚
ｌ
〕
⑪
Ｃ
ロ
コ
ロ
ン
ロ
ゴ
〆
①
Ｐ
⑭
。
⑭
、
』
・
顛
巴
口
臥
、
汀
⑫
ロ
ゴ
の
の
』
つ
め
口
。
。
⑥
ロ
［
切
、
〆
の
〕
口
汽
○
ヶ
一
口
閏
・
【
一
口
脇
の
ロ
〆
悴
日
耳
の
ロ
ロ
ロ
『
の
で
ロ
ケ
］
爵
の
巳
⑫
ｏ
ゴ
の

、
の
⑪
［
『
の
す
：
、
の
ロ
》
Ｂ
ｐ
の
貝
⑩
◎
ず
の
口
、
口
□
の
。
、
且
の
烏
⑫
局
・
］
い
ぼ
旨
ｐ
ｐ
Ｑ
の
『
（
⑭
．
『
○
℃
。
⑰
ぐ
・
・
ぐ
且
層
、
口
①
ｎ
頁
の
。
⑪
［
の
ご
圏
巳
ｍ
Ｐ
Ｐ
ｇ
ｈ

（
２
）
同
『
ず
い
ａ
》
少
昶
の
具
Ｒ
ｍ
Ｃ
ユ
。
ケ
Ｆ
Ｚ
『
・
】
ぐ
○
コ
】
⑰
。
『
・
』
『
③
の
ご
い
』
『
Ｐ

（
、
口
○
口
瑁
ヨ
）
》
、
甘
口
勺
ユ
く
四
〔
ロ
の
厨
○
画
ワ
の
Ｎ
⑰
◎
声
は
礪
〆
臼
の
四
画
ロ
巳
ロ
ロ
函
①
ロ
。
⑰
門
宛
の
噸
の
ロ
房
ロ
□
露
の
ロ
ニ
ー
ロ
ゴ
Ｎ
戸
口
口
の
一
口
〉
甘
如
□
の
『
『
『
の
ロ
ロ
ロ
ロ
の
『

、
ロ
｛
ｍ
の
弄
毎
『
［
⑰
ロ
ぐ
の
日
巨
口
沖
Ｐ
ゴ
ロ
三
回
ロ
同
の
ロ
日
口
傾
の
ロ
ロ
ロ
ゲ
『
め
い
・
ぐ
・
］
。
、
す
。
【
○
日
随
・
》
ご
Ｈ
ｐ
ｏ
の
『
ぬ
弓
⑭
い
－
国
、
。
》
磑
・
い
か
。
⑩
・
紐
・

「
市
民
社
会
に
と
勺
て
考
え
う
る
か
ぎ
り
の
あ
ら
ゆ
る
濟
悠
の
源
つ
ま
り
専
制
は
、
主
権
背
が
公
然
と
非
難
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
生
ま

れ
る
こ
」

ス
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
相
対
的
に
弱
い
大
衆
的
基
盤
の
上
で
こ
そ
、
そ
の
意
味
と
問
題
が
赤
裸
々
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
同

時
に
と
く
に
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
の
中
に
は
カ
ン
ト
左
派
と
も
言
う
ぺ
き
潮
流
を
析
出
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
エ
ァ
ハ

ゴ
マ

ル
ト
は
フ
ィ
ヒ
テ
と
並
ん
で
そ
の
双
確
を
な
し
て
お
り
、
カ
ン
ト
哲
学
の
受
容
、
大
衆
化
過
溌
の
一
酌
と
し
て
も
幾
多
の
叫
論
的
課
題
を
照
ら

し
出
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
（
た
と
え
ば
意
思
の
自
律
性
と
私
的
所
有
の
関
連
、
物
自
体
の
解
釈
な
ど
）
。

な
お
エ
ア
ハ
ル
ト
に
関
す
る
ピ
プ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
本
節
注
川
の
ハ
ー
シ
ス
に
よ
る
も
の
が
唯
一
か
つ
ほ
ぼ
完
壁
な
も
の
で
あ
る
。
な
お

節
一
節
注
側
⑪
を
も
参
照
。

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

■－－－● 

五
一一



市
外
か
ら
の
．
ハ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
の
中
で
、
一
七
九
二
年
ま
で
に
流
布
し
た
こ
と
が
確
実
な
五
菰
類
の
み
を
挙
げ
て
お
く
。
・
・
ロ
の
同
日
員
の
ロ

：
⑪
一
一
の
⑰
貝
○
私
）
⑫
９
８
く
α
一
片
の
Ｈ
》
一
日
り
く
の
一
（
目
〕
：
Ｈ
ｇ
ｑ
印
の
凄
の
『
［
．
⑩
（
３
房
目
洞
。
ｇ
・
脾
、
汀
・
厚
．
Ｃ
・
【
ｐ
シ
ロ
臼
の
冨
岼
目
の
。
ｐ
月
の
Ｆ

［
⑫
ｎ
こ
い
ロ
ロ
。
、
［
ａ
い
す
員
殖
》
○
・
罰
②
０
℃
ｒ
尹
函
。
〔
ョ
餌
。
Ｐ
シ
ユ
⑩
［
【
３
斤
①
口
〆
Ｒ
Ｃ
Ｃ
三
⑫
３
口
の
．
員
巴
ロ
Ｎ
ご
忠
・
小
・
少
。
。
。
『
・
幻
○
ヶ
日
ロ
ロ
ロ
（
Ｐ
ｐ
Ｃ
ｐ
『
日
）
守

冨
の
鼻
乏
岸
＆
一
漁
の
犀
日
切
の
：
②
勺
：
⑪
【
め
い
冒
月
口
冨
日
日
の
一
．
ご
臼
の
口
、
『
且
一
の
い
『
⑩
◎
ず
ｇ
ｏ
の
『
一
○
頁
⑫
９
ｍ
の
：
。
ご
臼
の
四
・
一
』
の
．
宛
○
ョ
：
。
』
ぐ
『
‐

ｍ
ｐ
Ｃ
ｐ
『
９
．
ｍ
・
少
・
酉
巴
の
一
．
鈩
巨
沖
貝
目
抄
一
一
の
Ｃ
の
貝
鮠
・
ロ
の
目
の
】
ロ
の
日
：
［
冒
己
い
［
冑
Ｐ
［
】
⑫
ロ
ー
）
目
の
一
の
｝
、
こ
の
一
［
い
▽
目
。
Ｐ
三
一
目
弓
①
唖
・
内
癖
は

い
ず
れ
０
，
共
和
制
的
な
い
し
民
主
制
的
な
ｊ
ｂ
の
で
あ
る
。
『
倶
起
・
○
・
四
目
鳥
．
⑭
ロ
日
８
Ｑ
Ｒ
ｍ
２
の
ｍ
Ｒ
Ｐ
山
口
月
・
・
爵
日
日
『
閥
巳
照
・
臣
⑱
『

】
ｗ
ロ
。
い
い
の
←
Ｐ
の
←
い
》
ｒ
同
日
⑩
Ｓ
Ｒ
ｍ
Ｒ
・
Ｚ
摩
『
ロ
ワ
の
『
ぬ
。
⑭
←
⑭
の
。

（
４
）
の
①
。
『
垣
・
再
一
．
屡
厨
一
の
．
、
已
日
の
Ｐ
田
．
⑭
．
①
ｇ
伝
・
目
目
向
日
⑭
ｅ
の
【
ぬ
の
『
・
曽
『
：
の
『
頚
ｍ
・
一
己
・
〔
…
〕
は
簸
者
の
補
足
。
ハ
ー
シ
ス
の
推
定

ど
う
り
、
一
一
一
九
人
は
い
さ
さ
か
誇
大
で
あ
る
に
せ
よ
、
な
ん
ら
か
の
集
団
な
い
し
組
織
（
読
諜
会
斤
⑪
渦
＄
⑰
一
一
い
●
一
国
［
（
・
貸
本
屋
Ｐ
Ｃ
旨
ｇ
・
［
冨
丙
、

ク
ラ
ブ
な
ど
）
を
悠
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
く
、
］
・
頭
目
⑭
一
⑫
．
⑦
ｇ
・
エ
ァ
ハ
ル
ト
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
は
第
一
二
節
参
照
。

（
５
）
く
い
Ｆ
、
『
ロ
⑫
ｅ
の
品
の
【
し
ず
『
ロ
ワ
の
ｎ
ｍ
．
、
．
←
］
Ｐ
『
赤
い
お
ん
ど
り
』
那
件
の
肛
従
に
は
銅
版
画
『
雌
近
の
旅
命
で
民
衆
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
パ

リ
の
パ
ス
テ
ィ
ー
ュ
の
本
当
の
写
し
』
が
八
ク
四
イ
ッ
ァ
ー
で
苑
り
川
さ
れ
好
評
を
博
し
て
い
る
。
因
み
に
七
年
後
ピ
ー
ル
ジ
ョ
ッ
キ
一
杯
が
三

ク
ｍ
イ
ッ
ァ
ー
ニ
ペ
ニ
上
、
『
ア
ン
ス
パ
ッ
ハ
報
』
ニ
ク
回
イ
ッ
ァ
ー
、
Ⅱ
雁
い
Ⅱ
当
が
四
○
ク
面
イ
ッ
ァ
ー
な
の
で
、
九
二
年
秋
か
ら
の
物
価

急
騰
を
老
脳
す
る
と
、
八
ク
、
イ
ッ
ァ
ー
は
安
く
は
な
い
。
同
『
９
３
．
少
、
８
［
の
『
ｍ
Ｃ
１
ｏ
胃
・
塚
司
・
色
く
・
日
］
⑭
．
『
・
］
『
＄
・
い
］
９
戸
シ
ロ
印
９
ｏ
ｚ
，

⑰
ゴ
の
国
睡
何
の
『
。
ｚ
『
○
・
］
『
○
日
〕
・
”
】
『
召
。

（
６
）
く
い
Ｆ
］
。
②
。
ロ
ゴ
霞
四
コ
の
⑪
。
（
ず
『
⑪
い
く
。
）
》
Ｃ
画
の
一
一
の
ロ
侭
日
Ｏ
Ｂ
ｎ
頁
Ｃ
頁
の
ロ
の
⑩
丙
云
の
ご
－
ｍ
ロ
ロ
の
⑩
ヨ
〕
劃
の
］
ｓ
一
［
の
『
。
の
『
『
『
ロ
ロ
８
⑩
一
少
。
ロ
の
。
【
の
『
○
一
頁
一
○
コ

〕
『
９
１
届
。
］
・
田
・
］
・
碗
。
ｇ
己
迺
』
．
⑫
．
②
台
Ｉ
①
念
・
函
．
、
目
の
①
一
・
ｍ
目
』
の
貝
、
○
ず
の
」
禺
○
亘
目
『
．
、
息
凹
・
仏
軍
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
句
・
Ｄ
Ｃ
斤
冨
》

司
日
。
【
『
の
一
○
ず
切
旧
画
且
‐
」
百
日
⑦
の
ロ
日
向
ロ
：
］
Ｐ
ロ
旨
⑫
吟
、
］
引
眉
・
青
貝
⑩
［
『
、
の
ｇ
『
ぬ
一
⑩
○
ヶ
の
い
□
○
一
一
己
⑪
９
の
⑩
］
○
二
『
：
一
・
日
口
の
御
の
一
厨
９
１
沖
陣
『

少
貝
穴
陣
『
ロ
ロ
碩
匡
口
Ｑ
句
『
⑦
嘗
の
一
戸
陣
鰐
噛
・
弓
ｇ
》
い
ｓ
や
－
＄
一
・

（
７
）
閉
口
・
同
『
ず
色
ａ
い
の
侭
の
ロ
の
Ｆ
⑥
す
③
口
印
す
の
い
○
す
【
①
一
ヶ
ロ
ロ
顕
・
扇
＆
・
日
叩
く
閂
ロ
ゲ
、
殖
の
ゴ
く
○
．
ロ
ゴ
の
⑥
（
宮
筋
い
く
。
）
ご
Ｃ
の
ロ
ラ
己
氏
狩
弄
＆
［
ｃ
ｐ
Ｑ
の
い
勺
冨
一
○
‐

シ
ロ
叩
ワ
ロ
、
亨

敞
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
五
二

ユ
ー
ス
を
中
心
に
緬
典
さ
れ
た
週
二
回
の
『
ア
ン
ス
パ
ッ
ハ
報
』
が
注
側
に
価
十
る
。
シ
ロ
⑫
ご
回
、
賃
⑪
ｇ
ｃ
ｗ
歴
月
夙
』
忌
障
・
少
漏
・
－
ｚ
・
く
，
．



な
お
こ
の
結
蛎
は
必
ず
し
も
エ
ァ
ハ
ル
ト
の
本
意
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
学
資
援
助
の
義
理
か
ら
と
い
う
側
面
も
否
定
で
き
な
い
。
し

た
が
っ
て
家
庭
生
活
は
と
も
か
く
、
義
父
と
の
関
係
は
う
ま
く
い
か
ず
、
度
々
衝
突
す
る
。
そ
の
一
例
。
卑
貝
目
の
）
の
ロ
の
ロ
ぐ
・
日
鬮
．
、
．

］
『
の
⑭
．
ご
恥
ロ
ロ
ロ
ゴ
○
１
○
コ
・
凶
の
一
厨
、
冨
氏
葎
川
口
［
の
日
日
日
の
卯
、
嵐
の
賃
の
・
犀
］
・
］
印
．
］
、
。
］
⑩
９
．
｛
、
の
一
日
函
：
ロ
ミ
一
目
巳
ｇ
・
豚
合
し
・
く
い
一
・
切
邑
の
、
：

冗
巴
目
・
丘
く
ｏ
Ｂ
ｇ
・
『
・
」
己
⑭
．
い
い
仁
・
シ
ロ
Ｓ
ｍ
１
の
訂
ロ
ミ
ロ
の
三
口
臼
・
ロ
ぐ
・
日
両
８
・
弓
凄
．
い
い
悪
．

（
、
）
「
〔
一
七
八
六
年
芥
『
純
枠
理
性
批
判
』
に
よ
っ
て
ヴ
ォ
ル
フ
の
体
系
を
放
粟
し
た
後
〕
『
プ
回
レ
ゴ
メ
ナ
』
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
雄
礎
づ

け
』
『
災
践
皿
性
批
判
』
が
私
の
心
を
す
っ
か
り
と
ら
え
た
。
」
「
私
の
兇
る
世
界
が
私
の
知
に
と
っ
て
の
課
題
な
の
だ
。
私
の
内
な
る
向
山
の
感

情
が
ひ
と
り
私
の
価
航
の
瀞
判
向
な
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
あ
な
た
〔
カ
ン
ト
〕
が
な
し
と
げ
た
こ
と
な
の
で
す
。
我
が
師
よ
、
我
が
心
の
父
よ
。
」

⑫
。
□
ず
⑦
ロ
戸
口
。
シ
『
鴎
［
⑦
⑰
］
○
ず
い
ｐ
ｐ
ｍ
の
巳
ロ
ロ
】
ご
同
Ｎ
ゴ
ロ
ｎ
ｏ
。
、
［
貝
【
、
口
『
［
ロ
ロ
。
ヨ
ニ
ワ
ヨ
晩
①
Ｐ
］
函
⑭
Ｐ
⑪
。
］
露
・

フ
ォ
ン
・
エ
ン
ゼ
は
こ
の
本
を
ヘ
ー
ゲ
ル
に
捧
げ
、
序
文
で
「
カ
ン
ト
哲
学
を
学
校
か
ら
生
滅
そ
の
も
の
の
中
へ
と
移
し
入
れ
て
い
る
」
と
正

硴
に
述
ぺ
て
い
る
（
向
日
・
い
・
皀
）
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
晩
で
ほ
と
ん
ど
を
読
み
、
独
学
ぶ
り
に
感
嘆
し
た
（
印
】
貝
ぐ
・
口
四
の
、
の
一
目
ぐ
・
ロ
同
月
の

ぐ
○
ロ
】
恩
・
』
・
局
⑬
Ｐ
旨
咄
国
臥
の
【
の
く
○
．
Ｐ
ｐ
Ｑ
回
口
四
の
い
の
］
・
因
。
．
⑫
・
芹
⑪
ｍ
・
ぐ
・
】
○
ず
：
。
⑦
の
顛
○
露
ョ
の
一
⑫
［
円
》
四
⑪
３
９
局
］
①
＄
．
⑩
。
ｇ
⑭
）
。
な
お
ヘ
ー

ゲ
ル
脚
身
の
「
ジ
ャ
コ
パ
ン
」
時
代
に
つ
い
て
は
次
の
拙
砿
参
照
。
「
机
互
承
認
と
物
粂
化
１
１
初
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
社
会
理
論
」
、
『
社
会
労
伽
研

究
』
、
第
六
懇
、
三
・
四
勝
、
一
九
八
二
年
。

（
８
）
病
気
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
厚
冨
ａ
・
Ｆ
８
の
ロ
⑪
ヶ
の
⑪
、
廓
の
び
：
、
．
⑫
．
〕
】
尉
口
且
、
【
】
の
帛
目
⑪
◎
す
Ｅ
円
く
・
ョ
畷
・
『
・
］
『
鼠
冒
司
凶
の
：
Ｃ
ｐ

ｍ
ｎ
冨
一
］
の
『
・
ヨ
の
『
丙
の
．
馬
口
○
．
巴
目
⑪
召
す
＠
国
。
・
四
ｍ
・
ヨ
＆
日
日
』
ｍ
の
ト
．
⑭
．
⑭
田
け
ヴ
ュ
ル
ッ
プ
ル
ク
枢
糯
顧
問
官
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ポ
ル
ト
と
は
一
七

八
五
年
に
知
り
合
い
、
医
学
研
究
の
援
助
を
約
束
さ
れ
て
い
た
が
、
母
の
死
後
一
七
八
八
年
に
や
っ
と
親
友
の
オ
ス
タ
ー
ハ
ウ
ゼ
ン
と
共
に
勉
強

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
く
い
一
・
同
『
日
日
．
Ｆ
８
の
口
の
す
の
⑪
Ｃ
耳
巴
ワ
目
、
．
⑫
．
⑭
の
Ｉ
⑬
⑪
．
恐
ら
く
七
月
末
に
〈
Ⅷ
格
し
た
学
位
論
文
は
『
医
学
原
論
』
（
武
田

○
日
②
日
日
８
】
Ｃ
い
つ
５
斤
の
：
【
の
且
芹
：
Ｏ
〔
・
『
］
・
国
・
厚
冨
ａ
・
ロ
・
×
ぐ
臼
・
〕
巳
・
】
『
旨
・
と
８
３
一
・
○
・
］
・
）
で
あ
る
が
、
筆
者
未
見
。
ま
た
エ
ア

ハ
ル
ト
の
と
く
に
精
神
療
法
に
つ
い
て
の
論
文
は
次
を
参
照
。
餌
：
巴
の
）
ロ
ワ
の
同
８
ｍ
宛
の
○
頁
の
・
臣
←
》
腿
・
け

（
９
）
フ
ォ
ン
・
エ
ン
ゼ
に
よ
れ
ば
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
の
開
業
は
、
三
年
間
研
究
後
の
博
士
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
評
判
は
よ
く
な
か
っ

た
と
い
う
。
く
ぬ
一
．
ご
目
ｎ
口
⑰
Ｐ
Ｐ
Ｐ
・
○
・
・
ｍ
・
さ
・
し
か
し
な
が
ら
次
節
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
彼
は
む
し
ろ
教
師
な
い
し
文
筆
家
と
し
て
の
活

た
と
い
う
。
く
巴
・
二

動
を
飯
祝
し
て
い
た
。

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

五



革
命
的
満
徳
性
の
弁
証
法

一
五
四

口
ｗ
ケ
ロ
ａ
・
炉
の
す
の
ロ
⑩
ワ
の
⑪
○
ず
門
の
ご
■
。
、
匂
い
］
Ｐ
巴
・

（
Ⅲ
）
一
七
九
○
年
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
三
カ
月
Ⅲ
イ
ェ
ナ
で
過
ご
し
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
と
親
し
く
な
っ
た
。
彼
の
サ
ー
ク
ル
に
は
カ
ン
ト
か
ら
川
発

し
て
政
治
的
に
急
進
的
な
主
張
を
引
き
出
す
人
々
が
い
た
。
そ
の
雰
囲
気
の
一
端
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
シ
』
ｐ
ご
幻
日
㈱
》
□
己
ぐ
の
国
威
汁
］
の
：

シ
ロ
ロ
。
』
『
①
い
、
の
一
．
一
目
】
・
患
・
の
○
ず
。
①
ロ
⑩
、
伊
○
の
】
い
⑩
（
耳
⑫
、
．
『
・
）
・
知
の
く
。
旨
二
・
口
ｐ
且
Ｄ
ｐ
ｇ
・
胃
四
口
の
臼
口
の
。
⑩
Ｃ
三
Ｃ
胃
の
ロ
ロ
ロ
口
扁
【
回
［
貝
・
□
巳
’

さ
ら
に
エ
ア
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
亜
要
な
の
は
、
恐
ら
く
こ
こ
で
終
生
の
友
人
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ク
ラ
ー
ゲ
ン
フ
ル
卜
の
商
人
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル

ベ
ル
ト
を
得
た
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
彼
も
ま
た
カ
ン
ト
派
ジ
ャ
コ
パ
ン
で
あ
り
、
後
に
兄
る
『
ウ
ィ
ー
ン
・
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
の
陰
牒
』
と

の
鵬
渡
し
を
し
た
可
能
性
が
商
い
か
ら
で
あ
る
。
く
い
一
・
コ
の
目
貝
、
：
月
．
。
⑫
［
の
『
目
甘
嵐
⑬
９
①
勺
三
一
・
⑭
○
℃
三
の
目
薯
一
⑫
９
の
ロ
シ
貝
弄
犀
『
目
胸
口
且

”
の
⑪
日
Ｐ
『
僅
已
Ｃ
Ｐ
ａ
い
い
●
つ
鷺
原
・
三
皀
日
ロ
戸
『
駒
‐
鈩
日
い
〔
⑦
ａ
回
日
己
忽
・

道
徳
論
に
雄
く
自
然
法
、
立
法
論
の
プ
ラ
ン
は
す
で
に
一
一
一
年
前
に
認
め
ら
れ
る
が
（
く
ぬ
一
・
■
１
瓜
目
尻
回
二
舎
少
」
⑰
菌
且
円
く
○
口
の
『
ロ
ゴ
目
の
『
『

ぐ
・
日
」
】
・
騨
弓
、
Ｐ
⑩
。
⑭
ゴ
ー
暉
呂
）
、
具
体
化
に
は
し
ば
ら
く
か
か
る
。
ぐ
ぃ
］
・
ｍ
１
ａ
：
丙
の
】
ロ
ゴ
・
一
Ｑ
ぐ
・
日
い
］
・
一
己
句
・
仰
李
］
群

（
皿
）
因
臥
瓜
：
”
⑦
一
ロ
ゴ
。
一
旦
く
・
曰
忌
・
』
・
弓
し
い
・
仰
囹
、
（
エ
ア
ハ
ル
ト
の
批
判
は
②
と
⑤
に
係
る
。
つ
ま
り
民
衆
の
行
為
が
私
利
私
欲
の
災
呪
で
は

な
く
（
「
未
成
年
」
）
、
桃
皿
妥
当
の
格
率
に
拙
く
珊
合
に
の
み
、
そ
れ
は
疋
当
な
の
で
あ
る
。
ご
砲
声
口
臥
の
扁
目
の
２
口
ロ
ゴ
の
ｑ
く
。
ｇ
蛍
・
『
・
弓
②
］
．

、
．
②
９
－
日
、
．
こ
の
論
点
が
本
稿
の
ひ
と
つ
の
課
題
で
あ
る
。

（
旧
）
、
ュ
の
〔
：
幻
日
：
Ｃ
丘
ぐ
Ｃ
Ｂ
Ｐ
Ｓ
・
弓
①
四
・
の
．
⑪
＄
．
こ
の
判
断
が
所
訓
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
の
時
期
に
な
さ
れ
る
点
に
、
エ
ァ
ハ
ル
ト
の
思
想
の

特
徴
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
次
節
注
（
皿
）
の
性
格
規
定
を
も
参
照
。

⑪
ロ
ロ
『
ぬ
。
①
『
①
。
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「
フ
ラ
ン
ス
内
の
無
政
府
状
態
を
終
わ
ら
せ
、
王
座
と
祭
壇
に
対
す
る
攻
嫉
を
阻
止
し
、
合
法
的
権
力
を
再
興
し
、
鯨
わ
れ
た
安
全
と

（
１
）
 

自
由
を
再
び
国
王
に
与
え
、
△
、
法
的
権
力
を
行
使
で
き
る
地
位
に
彼
を
つ
け
る
、
と
い
う
砿
大
な
Ⅱ
的
１
．
を
掲
げ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
・
オ
ー

ス
ト
リ
ア
・
ヘ
ッ
セ
ン
連
合
ボ
八
万
八
○
○
○
と
亡
命
貴
族
服
一
万
二
○
○
○
に
よ
る
テ
ィ
オ
ン
ヴ
ィ
ー
１
侵
略
開
始
が
、
一
七
九
二
年

四
月
の
ジ
ロ
ン
ダ
ン
主
導
に
よ
る
宣
戦
布
告
へ
の
回
答
で
あ
っ
た
。
国
民
議
会
は
七
月
五
日
「
祖
国
は
危
擬
に
あ
り
」
の
決
定
に
よ
っ
て

二
○
万
余
の
革
命
水
、
九
万
余
の
国
民
衛
兵
を
組
織
す
る
。
さ
ら
に
八
Ⅱ
一
○
Ⅱ
事
件
に
よ
る
王
権
停
止
、
国
民
公
会
の
組
織
化
は
ジ
ロ

ン
ダ
ン
と
ジ
ャ
コ
パ
ン
両
者
主
導
の
下
に
、
共
和
制
宣
言
、
昂
揚
す
る
民
衆
運
動
の
「
祖
国
防
衛
戦
争
」
へ
の
水
路
づ
け
の
方
向
を
と
る
。

九
川
五
Ⅱ
の
般
初
の
会
職
テ
ィ
オ
ン
ヴ
ィ
ー
１
で
は
敗
北
し
た
も
の
の
、
二
○
Ｎ
の
ヴ
ァ
ル
ミ
の
勝
利
を
境
に
革
命
躯
は
攻
勢
に
転
ず
る
。

キ
ュ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
将
郡
指
抑
下
の
ラ
イ
ン
軍
は
三
○
日
シ
ュ
パ
イ
ャ
ー
近
郊
で
マ
ィ
ン
ッ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
合
軍
に
壊
滅
的
打
撃
を
与

え
て
か
ら
、
ラ
ン
ダ
ウ
、
シ
ュ
。
ハ
イ
ヤ
ー
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
を
次
々
に
占
領
し
、
一
○
月
二
一
日
に
は
マ
イ
ン
ッ
に
入
城
す
る
。
キ
ュ
ス
テ

ィ
ー
ヌ
の
布
告
と
革
命
軍
兵
士
の
行
為
に
対
し
て
ド
イ
ツ
の
民
衆
は
必
ず
し
も
敵
対
的
で
は
な
か
っ
た
。
「
我
々
は
、
民
衆
を
何
世
紀
に

も
わ
た
っ
て
抑
圧
し
艸
吟
さ
せ
て
き
た
、
ま
た
専
制
が
し
つ
ら
え
正
義
を
粉
々
に
す
る
不
快
な
権
利
を
一
掃
す
る
。
我
々
は
喜
ん
で
住
民

に
通
告
す
る
、
貧
し
い
者
も
嵐
め
る
者
と
、
じ
く
、
同
一
の
権
利
、
法
の
同
一
の
保
護
、
所
有
の
同
一
の
保
証
を
享
受
す
る
時
が
来
た
の

だ
、
と
。
キ
ュ
ス
テ
イ
レ
塞
口
」
「
今
Ⅱ
早
朝
フ
ラ
ン
ス
躯
が
入
城
し
た
・
敵
は
ヴ
オ
ル
ム
ス
、
シ
ュ
パ
イ
ャ
ー
で
と
同
様
紀
律
と
秩
序
を

保
っ
て
い
る
。
キ
ュ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
将
軍
は
九
○
○
万
リ
ー
ヴ
ル
と
上
等
の
天
蓋
を
要
求
し
よ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
町
は
す
っ
か
り
平
静
で
、

（
３
）
 

敵
も
味
方
も
兄
弟
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。
」

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

民
衆
運
動
の
諸
机

五
一』・

'、



「
帝
国
都
市
一
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
住
民
は
も
ち
ろ
ん
皇
帝
フ
ラ
ン
ッ
Ⅱ
世
と
レ
ー
ゲ
ン
ス
プ
ル
ク
の
決
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

パ
ー
マ
又
‐
シ
ヅ

は
ず
で
あ
っ
た
。
加
え
て
今
度
は
プ
ロ
イ
セ
ン
も
、
一
七
九
○
年
か
ら
常
時
開
会
し
て
い
た
ク
ラ
ィ
ス
議
会
に
対
し
て
、
エ
ル
ザ
ス
の
事

態
が
帝
国
と
ド
イ
ツ
の
安
寧
秩
序
を
脅
か
し
て
い
る
今
、
八
月
六
日
の
帝
国
議
会
決
議
に
則
り
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
続
い

（
４
）
 

て
「
現
在
の
必
要
に
見
合
っ
た
防
衛
と
顕
の
態
勢
多
趣
す
み
や
か
に
準
備
す
る
」
よ
う
圧
力
を
か
け
て
き
て
い
る
。

だ
が
一
一
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
民
衆
の
反
一
応
は
趣
を
異
に
し
て
い
た
。
第
一
に
、
戦
争
は
も
う
ゴ
メ
ン
だ
！
と
い
う
感
情
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
。

し
か
も
そ
れ
は
漠
然
と
し
た
厭
戦
気
分
の
た
ん
な
る
延
長
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
一
五
○
○
人
の
徴
兵
削
当
に
対
し
て
、
二

（
５
）
 

荊
に
Ｄ
も
み
た
な
い
市
民
し
か
応
じ
な
い
と
い
う
事
態
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
エ
ル
タ
ー
ス
ド
ル
フ
の
助
任
司
祭
マ
イ
ャ
ー
は
、
こ
の
感

情
の
背
後
に
潜
む
意
識
を
公
然
と
述
ぺ
る
。
川
勤
勉
な
商
人
、
手
工
業
者
、
農
民
が
一
度
川
征
す
れ
ば
、
家
庭
は
破
壊
さ
れ
、
仕
斬
も
停

滞
し
、
ひ
い
て
は
市
民
の
耐
全
体
が
減
少
す
る
。
お
ま
け
に
戦
地
の
市
民
は
死
傷
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
戦
争
は
い

つ
で
も
市
民
生
活
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る
の
だ
。
②
漕
主
や
支
配
者
た
ち
は
祖
阿
を
守
る
た
め
に
、
と
一
言
う
。
だ
が
本
懲
的
な
法
の
支
配
、

く
び
き

貧
し
い
者
だ
け
に
強
制
さ
れ
る
法
へ
の
服
従
、
苛
酷
な
統
制
と
租
税
に
よ
っ
て
累
硫
す
る
貧
困
、
要
す
る
に
奴
隷
制
の
純
の
下
で
苦
し
む

臣
民
に
と
っ
て
守
る
べ
き
祖
国
な
ど
あ
る
の
か
？
③
敵
と
さ
れ
る
新
生
フ
ラ
ン
ス
は
、
〔
民
衆
の
〕
あ
ば
ら
賊
に
は
平
和
を
！
を
合

言
葉
に
、
専
制
を
倒
す
た
め
に
闘
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
彼
ら
は
我
々
民
衆
を
い
た
わ
り
、
耕
主
と
貴
族
に
対
し
て
だ
け
剣
を
執
っ
て

い
る
の
だ
。
し
か
も
彼
ら
は
正
義
に
基
く
自
由
と
平
等
を
現
に
実
現
し
て
い
る
。
「
我
々
民
衆
は
新
化
フ
ラ
ン
ス
人
を
待
っ
て
い
る
の
だ
。

（
６
）
 

ど
ん
な
に
ひ
ど
く
一
言
わ
れ
よ
う
と
ｎ
も
、
我
々
は
彼
ら
を
恐
れ
は
し
な
い
。
」

だ
か
ら
不
正
義
の
戦
争
へ
の
反
感
は
逆
に
、
フ
ラ
ン
ス
寵
へ
の
期
待
を
イ
ヤ
が
上
に
も
か
き
た
て
る
。
『
雅
脚
』
紙
が
オ
ー
バ
ー
・
ラ

イ
ン
、
マ
イ
ン
ッ
そ
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
（
一
一
Ｎ
占
領
）
の
状
況
を
刻
々
と
知
ら
せ
る
な
か
で
、
二
枚
続
き
の
ポ
ス
タ
１
が
出
る
。

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
五
七
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（
叩
）

だ
。
お
ま
け
に
帝
国
租
税
や
一
○
分
の
一
税
に
加
え
て
臨
時
戦
費
０
℃
徴
収
さ
れ
る
と
い
う
。

肱
か
二
○
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
ま
で
迫
っ
た
フ
ラ
ン
ス
軍
の
助
け
に
よ
っ
て
。
ハ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ア
の
支
配
を
樋
え
そ
う
と
い
う
声
が
、
秋

か
ら
冬
、
冬
か
ら
燕
へ
と
Ⅱ
珊
し
に
商
ま
っ
て
く
る
。
一
一
Ⅱ
一
○
Ⅱ
深
夜
ヤ
ー
コ
プ
・
ｕ
１
ト
ハ
ウ
プ
〔
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
赤
い
縁
無

幌
〕
な
る
大
胆
な
粁
々
和
入
り
の
『
起
て
、
同
胞
よ
。
武
器
を
取
れ
！
諸
君
の
自
由
を
闘
い
取
れ
！
』
が
一
枚
、
一
八
Ⅱ
に
は
同
じ
平
に
な

る
ほ
ぼ
同
文
の
貼
札
が
五
枚
。
続
い
て
初
冬
別
人
に
よ
る
風
刺
文
『
我
が
愛
す
る
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
兄
弟
た
ち
に
』
、
『
ｎ
山
の
歌
』
、

一
一
一
Ⅲ
二
Ⅱ
ラ
ー
デ
マ
ッ
ハ
１
、
フ
ラ
イ
シ
ュ
マ
ン
叫
々
灯
の
『
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
市
民
へ
の
手
紙
』
、
明
け
て
三
月
「
ヘ
ル
ス
プ
ル
ソ
ク

（
皿
）

の
風
刺
文
』
、
続
い
て
ビ
ラ
『
新
し
い
街
灯
照
明
に
つ
い
て
』
、
フ
ォ
ン
・
ビ
ヤ
ロ
グ
ロ
フ
ス
キ
『
根
本
的
柾
明
』
。
ヤ
ー
コ
プ
は
そ
の
〃
ｍ

に
ふ
さ
わ
し
く
「
平
等
こ
そ
自
然
が
与
え
た
第
一
の
徒
だ
―
と
宣
言
し
た
後
、
潰
族
を
追
放
し
て
「
役
職
を
市
民
の
も
の
に
！
学
者
、

耐
人
、
〃
和
製
あ
る
手
工
業
打
各
々
三
分
の
一
の
新
し
い
参
珈
会
を
つ
く
れ
！
そ
う
十
れ
ぱ
一
切
が
う
ま
く
い
く
。
」
と
は
じ
め
て
典
体
的

な
代
替
案
を
呈
示
す
る
。
し
か
も
彼
は
爽
現
の
方
途
に
つ
い
て
「
梨
合
し
て
秘
か
に
決
め
よ
う
！
秘
密
を
知
り
た
い
者
は
皆
誓
い
あ
い
、

す
ぐ
に
別
れ
よ
う
！
」
と
呼
び
か
け
、
政
治
的
な
秘
密
結
社
を
基
盤
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
キ
ュ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
が
い
る
今
た
め
ら
う

こ
と
な
く
行
励
せ
よ
、
と
結
ぶ
。
『
兄
弟
』
ｊ
、
『
ヘ
ル
ス
プ
ル
ッ
ク
』
も
市
民
の
疵
接
行
肋
を
呼
び
か
け
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
同

時
に
人
々
は
各
々
の
違
い
も
嗅
ぎ
分
け
て
い
た
。
ヤ
ー
コ
プ
は
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
を
標
傍
し
ば
す
る
も
の
の
、
参
噸
会
構
成
メ
ン
バ
ー
か
ら

市
民
の
大
多
数
は
排
除
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
職
人
や
日
雇
い
、
農
民
、
未
亡
人
は
ど
う
す
る
の
だ
。
彼
の
言
う
平
等
の
徒
に
反
す

る
で
は
な
い
か
。
イ
ヤ
彼
ら
も
参
事
選
挙
権
は
平
等
に
も
っ
て
い
る
か
ら
い
い
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
Ｊ
ｂ
何
か
、
『
ヘ
ル
ス
プ
ル
ッ
ク
』

の
よ
う
に
、
市
有
の
穀
物
貯
蔵
庫
か
ら
貧
し
い
迎
巾
‐
に
分
配
し
な
き
ゃ
だ
め
だ
と
で
も
言
う
の
か
。
貴
族
を
ぶ
つ
殺
せ
と
い
う
の
が
ジ
ャ

（
肥
）

コ
バ
ン
派
な
ら
、
俺
は
ゴ
メ
ン
だ
ね
。

雌
命
的
潴
爆
烟
性
の
か
征
法

一
五
九
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廃
止
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
俺
た
ち
は
も
う
一
度
起
ち
あ
が
る
ぞ
。
今
度
は
も
っ
と
ひ
ど
く
な
る
ぞ
。
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
。
彼
ら
の

要
求
は
「
異
端
分
子
」
の
排
除
と
い
う
、
一
見
独
稗
的
と
も
映
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
し
て
手
工
業
背
の
中
で
は
比
較
的
忠
ま
れ
た
府

に
よ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
参
蛎
会
が
牛
耳
る
ル
ー
ク
局
か
ら
の
様
々
な
規
制
と
干
渉
、
マ
イ
ス
タ
ー
を
独
占
す
る
親

方
迎
合
に
よ
る
束
縛
・
規
制
、
こ
の
両
者
に
対
す
る
反
撒
が
あ
り
、
物
価
上
昇
に
追
い
つ
か
な
い
箇
金
へ
の
不
満
、
戦
争
に
よ
る
直
接
、

Ⅲ
接
の
負
担
へ
の
苛
立
ち
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
ら
の
行
動
は
同
じ
職
人
仲
間
に
よ
っ
て
支
援
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
異
論
は
あ
る
も

（
Ⅳ
）
 

の
の
、
大
方
の
市
民
も
納
得
し
た
の
で
あ
る
。

他
の
ツ
ン
フ
ト
の
職
人
も
負
け
て
は
い
な
い
。
明
く
る
年
に
か
け
て
織
物
、
金
銀
細
正
、
骸
、
皮
靴
の
職
人
た
ち
も
待
遇
改
灘
や
減
税

を
要
求
し
て
集
会
を
開
い
た
り
、
巾
庁
舎
に
押
し
か
け
る
。
た
ま
り
か
ね
た
参
鞭
会
は
各
ツ
ン
フ
ト
に
瀞
告
す
る
。
「
暴
力
行
為
を
中
止

し
、
大
挙
し
て
巾
庁
舎
に
来
る
の
を
止
め
る
こ
と
。
公
共
の
場
に
寄
り
つ
か
ず
、
響
鋼
の
仕
珈
に
介
入
せ
ず
、
不
法
な
災
会
や
巾
し
合
わ

（
肥
）

せ
を
止
め
る
こ
と
。
当
局
や
有
史
を
傷
つ
け
た
り
邪
魔
し
た
り
し
な
い
こ
と
⑪
」
そ
し
て
並
行
し
て
各
士
会
と
参
蛎
会
は
『
膳
本
契
約
』

を
結
び
、
船
士
会
負
数
（
商
人
と
手
工
業
打
）
を
ふ
や
し
て
市
民
の
不
満
を
解
洲
す
る
と
と
も
に
、
と
く
に
机
悦
負
担
へ
の
不
平
に
対
処

（
脚
）

す
る
会
計
検
査
機
側
と
し
て
経
済
委
員
会
を
設
け
る
。
同
時
に
名
士
会
に
課
税
同
》
鳳
椛
を
認
め
る
ポ
ー
ズ
ル
］
と
ろ
。
治
士
迎
巾
よ
く
頑
張

っ
た
、
参
事
会
も
思
い
き
っ
て
譲
歩
し
て
く
れ
た
、
皆
ん
な
不
満
が
あ
る
な
ら
役
所
へ
文
書
で
要
求
し
よ
う
、
な
ん
と
い
っ
て
も
秩
序
と

（
釦
）

所
有
の
安
全
が
原
則
な
ん
だ
か
ら
、
と
い
う
戒
も
あ
が
る
。
だ
が
大
方
の
職
人
、
徒
弟
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
引
き
下
が
ら
な
い
。
一
七

九
四
年
末
か
ら
翌
二
月
に
か
け
て
今
度
は
八
つ
の
ツ
ン
フ
ト
職
人
が
連
帯
し
て
一
四
回
、
延
ぺ
に
し
て
八
Ｈ
間
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
う
つ
し

今
回
も
三
○
○
人
以
上
も
の
ク
ラ
イ
ス
服
に
よ
っ
て
鉱
脈
さ
れ
は
し
た
も
の
の
、
彼
ら
の
不
滴
と
怒
り
は
く
す
ぶ
り
つ
づ
け
、
日
徽
的
行

勅
へ
の
衝
動
は
消
え
去
る
こ
と
は
な
い
。

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
一
ハ
ー
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（
幻
）

連
山
‐
小
銃
と
刀
を
も
っ
て
引
き
返
し
、
や
り
あ
い
は
巾
門
内
部
ま
で
４
℃
つ
れ
こ
む
。
最
後
に
は
市
民
兵
が
出
て
鉱
圧
す
る
。

明
け
て
一
七
九
五
年
四
几
一
Ⅱ
深
夜
。
若
い
職
人
、
徒
弟
を
中
心
に
、
女
、
子
供
も
加
わ
っ
た
総
勢
四
、
五
○
人
が
。
ハ
ン
尾
の
親
方
の

邸
に
押
し
か
け
、
投
石
し
て
窓
を
壊
し
、
屋
台
を
粉
々
に
す
る
。
い
く
つ
か
の
所
で
は
家
に
入
り
こ
み
、
家
具
を
壊
し
、
竃
ま
で
砕
い
て

し
ま
う
。
あ
る
者
は
昂
然
と
言
い
放
つ
、
「
こ
い
つ
は
ほ
ん
の
小
手
調
べ
だ
ぜ
。
」
つ
い
で
に
と
い
う
訳
で
も
あ
る
ま
い
が
、
ビ
ー
ル
製
造

業
者
、
肉
躍
、
食
松
品
商
も
同
じ
、
に
合
う
。
二
日
夜
、
さ
ら
に
大
勢
で
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
パ
ン
屋
が
襲
撃
さ
れ
る
。
一
晩
中
‐
騒
い
だ
り

脅
し
た
り
、
ま
る
で
お
祭
り
騒
ぎ
だ
。
き
っ
か
け
は
些
細
な
こ
と
で
あ
る
、
穀
物
、
ラ
ー
ド
、
そ
れ
に
卵
の
値
上
り
を
瓜
実
に
、
復
活
祭

川
の
卵
ケ
ー
キ
を
パ
ン
屋
が
焼
い
て
売
る
の
を
渋
っ
た
の
だ
。
日
頃
の
恨
み
が
爆
発
し
て
、
連
巾
‐
酒
や
食
料
Ⅲ
叩
ま
で
手
押
水
に
積
み
こ
ん

で
、
遠
巻
に
見
て
い
た
多
く
の
市
民
に
ま
で
売
り
歩
く
。
止
む
な
く
ビ
ー
ル
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
・
へ
一
一
と
だ
け
安
く
な
る
。
卵
ケ
ー

（
別
）

キ
Ｊ
も
あ
わ
て
て
売
り
出
さ
れ
る
。
し
か
し
騒
ぎ
は
五
日
ま
で
続
き
、
市
民
躯
の
砲
兵
隊
、
騎
兵
隊
、
民
兵
の
出
動
で
や
っ
と
納
ま
る
。
そ

の
間
参
事
会
も
手
を
拱
い
て
い
る
わ
け
で
は
無
論
な
い
。
三
日
に
は
「
所
有
の
危
磯
」
を
訴
え
、
「
日
増
し
に
広
が
っ
て
い
る
こ
ん
な
乱

暴
狼
蒋
を
徹
底
的
に
防
止
す
る
鰯
」
と
立
言
す
る
と
と
Ｊ
ｂ
に
、
「
蜂
起
の
首
謀
者
」
と
し
て
四
人
を
逮
捕
し
、
七
人
一
組
の
市
民
団
に
よ
る
、

（
錫
）

昼
夜
を
分
か
た
い
パ
ト
ロ
ー
ル
の
処
置
を
と
る
。

だ
が
こ
れ
で
一
件
落
着
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
ま
ず
市
民
同
士
の
非
難
、
応
酬
が
始
ま
る
。
反
対
派
の
言
い
分
は
こ
う
だ
。

「
君
た
ち
の
婆
求
は
正
当
だ
と
私
も
認
め
る
。
だ
が
こ
う
聞
か
ざ
る
を
え
な
い
、
一
体
君
た
ち
は
そ
の
要
求
実
現
の
た
め
に
合
法
的
手
段

を
み
ん
な
使
っ
た
の
か
、
と
。
…
…
こ
ん
な
自
力
救
済
を
認
め
た
ら
、
所
有
、
安
寧
、
秩
序
を
保
証
す
る
市
民
社
会
の
原
理
が
根
本
か
ら

否
定
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
内
乱
が
必
然
的
に
な
る
で
は
な
い
か
。
…
…
そ
う
な
れ
ば
金
持
連
中
は
町
を
捨
て
、
だ
か
ら
ツ
ン
フ
ト
ｊ
ｂ
蝋

（
郡
）

壊
し
、
結
果
と
し
て
窮
乏
民
が
蝋
え
る
だ
け
で
は
な
い
か
。
」
「
イ
ヤ
違
う
。
市
民
社
会
の
原
理
と
い
う
な
ら
、
市
民
全
員
に
所
有
と
権
利

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一一ハーーー



革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
六
四

が
保
証
さ
れ
る
べ
き
だ
。
…
…
人
間
は
み
ん
な
自
由
に
生
き
る
権
利
を
も
っ
て
は
い
な
い
の
か
。
努
力
し
て
も
報
わ
れ
な
い
の
は
専
制
の

せ
い
だ
。
…
…
誰
も
が
人
椛
実
現
の
た
め
に
は
自
力
救
済
、
自
己
決
定
の
椛
利
を
行
使
で
き
る
し
、
行
使
十
輪
の
が
人
と
し
て
の
抓
、
雑

（
汐
）

務
だ
と
な
ぜ
理
解
で
き
な
い
の
か
。
」
騒
然
と
し
た
な
か
で
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
革
命
を
公
然
と
主
張
す
る
グ
ル
ー
プ
も
出
て
く
れ
ば
、
秘

か
に
ク
ー
デ
タ
計
画
を
練
っ
て
、
居
酒
屋
で
「
市
民
の
公
共
精
神
は
ど
こ
へ
行
っ
た
。
今
こ
そ
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
国
家
を
救
う
時
だ
。
」

（
郷
）

と
ぶ
ち
あ
げ
、
市
民
の
支
持
が
将
ら
れ
な
い
と
な
る
や
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
る
男
も
川
て
く
る
。

そ
し
て
一
九
日
深
夜
か
ら
二
○
日
未
明
に
か
け
て
ま
た
同
じ
事
態
が
発
生
す
る
。
参
事
会
は
武
力
で
対
抗
す
る
し
か
な
い
だ
が
物
価

而
騰
、
耶
耶
廃
獅
徴
収
、
戦
争
、
そ
し
て
何
よ
り
こ
れ
ら
を
川
来
さ
せ
た
大
元
た
る
パ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ア
の
支
配
そ
の
も
の
が
変
わ
ら
な
い
の

（
卸
〉

だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
破
廉
恥
な
暴
力
行
為
」
が
続
出
す
る
の
は
止
む
を
え
な
い
。
翌
年
三
月
あ
の
燃
焼
連
中
、
今
度
は
陪
群
裁
判
所

の
悲
紀
を
「
ユ
ス
っ
に
」
と
言
っ
て
は
梁
行
す
る
。
四
月
に
靴
職
人
が
親
方
の
専
枇
ぶ
り
に
抗
識
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
に
入
り
、
一
Ⅲ
中
街

を
れ
り
歩
く
。
六
Ｎ
四
Ⅱ
、
又
々
煤
焼
述
。
二
○
○
人
以
上
の
一
団
が
市
場
搬
入
中
の
膿
民
か
ら
パ
タ
ー
を
鞭
い
取
り
、
半
値
で
捌
く
。

一
一
日
今
度
は
薪
を
股
民
か
ら
軌
恋
し
て
は
、
三
分
の
一
値
引
き
し
て
売
っ
て
し
ま
う
。

「
・
ヘ
ー
ペ
ル
の
反
乱
」
が
続
く
な
か
、
一
七
九
六
年
六
’
七
凡
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
は
文
字
ど
お
り
存
亡
の
危
機
に
直
而
す
る
。
ジ
ュ

ル
ダ
ン
の
ラ
イ
ン
軍
は
ケ
ル
ン
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
（
七
月
一
六
日
）
を
占
領
し
、
ヴ
ュ
ル
ッ
ブ
ル
ク
（
七
月
一
一
四
日
占
領
）
を
経
て
、

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
向
か
っ
て
い
る
．
他
力
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
は
七
月
二
日
簸
終
的
な
勅
令
を
発
し
て
、
四
Ⅲ
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
領
ヴ
ェ

（
弧
）

－
ル
ト
と
ゴ
ス
テ
ン
ド
ル
フ
を
占
領
し
、
ラ
ウ
フ
、
ア
ル
ト
ド
ル
フ
を
含
め
巾
壁
外
一
柵
の
プ
皿
イ
セ
ン
領
を
直
一
言
す
る
。

（
１
）
厚
弄
睡
２
回
ぬ
ぃ
の
一
口
の
『
Ｃ
貝
○
三
ｇ
ｏ
旨
。
①
砂
局
埴
一
月
の
ロ
：
口
頭
の
『
８
短
ゆ
く
○
コ
ロ
日
ロ
ゴ
印
。
冒
々
日
頒
，
厚
。
Ｃ
官
『
Ｐ
四
一
⑫
○
ヶ
の
３
の
符
こ
の
高
ｄ
ｑ
⑪
□
Ｒ

ぐ
の
月
』
。
】
ぬ
【
の
口
帛
庁
曰
の
⑦
色
目
甸
宮
の
曰
》
画
口
臼
①
ヰ
ロ
ロ
鴬
）
⑫
一
ｍ
◎
ず
の
ｚ
口
二
○
コ
く
。
ョ
圏
・
『
・
］
『
②
、
。
、
ロ
凹
抄
ｐ
い
す
：
三
ｍ
ｎ
ケ
の
国
、
旬
日
診
潔
『
。
．
←
く
。
ｇ
の
。

●
●
 



、
。
』
『
①
砲
。

コ
プ
レ
ン
ッ
を
中
心
と
す
る
「
亡
命
貴
族
」
三
○
万
余
の
う
ち
王
弟
ア
ル
ト
ワ
伯
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
伯
、
コ
ン
デ
将
軍
に
率
い
ら
れ
た
三
万
人

の
尚
族
服
と
の
迎
合
が
、
「
ア
ル
ザ
ス
、
、
レ
ー
ス
の
市
川
恢
任
略
へ
の
反
耀
」
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
Ⅱ
的
の
斯
蜥
性
を
雛
灘
し
て
い
よ
う
。

ぐ
殖
』
・
］
ｇ
づ
く
耳
目
一
の
ｐ
Ｃ
Ｆ
の
⑪
（
且
、
兇
⑪
守
騨
口
８
－
⑫
。
：
｜
の
⑪
勺
牌
崩
ロ
ー
」
ロ
】
、
且
⑪
ロ
の
目
：
［
一
四
忽
く
Ｃ
－
貝
一
○
Ｐ
『
目
］
二
日
目
ぐ
・
脇
（
耳
農
・
ぐ
・
）
・

Ｄ
Ｂ
［
め
Ｏ
三
目
。
：
Ｑ
ｓ
の
両
国
ロ
＆
⑪
】
ｍ
Ｏ
す
の
宛
の
ぐ
・
］
且
ｏ
Ｐ
ｍ
Ｂ
［
［
恩
『
〔
】
⑫
田
．
た
だ
プ
Ⅷ
イ
セ
ン
川
狂
の
現
下
の
川
心
は
ポ
ー
ー
フ
ン
ド
分
削
に
岨

中
し
て
い
た
心
く
、
一
・
Ｃ
房
口
の
ｐ
の
菖
巴
口
醸
の
『
Ｎ
囚
白
ｐ
ｍ
ｏ
ｐ
ｃ
『
○
の
『
ぐ
。
］
歸
叩
沖
の
Ｐ
ロ
ロ
く
Ｃ
Ｂ
再
い
い
。
］
『
田
・
Ｚ
ｎ
（
）
・
』
】
。

（
２
）
、
の
百
コ
日
日
：
ゴ
５
ｍ
■
ｐ
ｓ
の
囚
日
己
○
ケ
月
『
。
＄
同
『
８
】
⑫
日
日
⑩
ｇ
日
日
・
旨
３
国
目
ロ
日
目
【
［
】
貝
目
冨
凹
】
月
月
口
扁
・
］
］
・
］
己
四
・
一
ｐ
】
の
厨
【
目

〕
Ｐ
琴
『
□
の
門
司
【
ロ
ロ
穴
の
ロ
・
幻
の
ロ
ロ
ワ
屋
六
・
○
の
。
『
Ｐ
Ｃ
丙
［
ご
叩
⑪
［
、
』
め
す
ロ
『
固
唾
の
彦
の
②
ロ
。
」
』
ロ
⑪
。
汀
の
い
］
。
■
『
ゴ
巴
・
国
。
。
い
い
。
届
Ｐ
陣
－
］
い
い
四
・

（
３
）
一
○
Ⅱ
二
二
Ⅱ
マ
イ
ン
ッ
雛
】
貝
シ
ロ
⑪
ｇ
ｏ
嵐
の
○
ヶ
の
国
陣
再
の
『
・
Ｚ
Ｈ
・
・
園
・
く
Ｃ
日
い
］
・
』
Ｐ
］
『
の
画
・
マ
イ
ン
ッ
蛾
〈
叩
に
関
し
て
は
次
の
一
一
一
史
料
蝋
と

二
耕
謎
に
よ
っ
て
そ
の
論
邪
を
肺
く
こ
と
が
で
ざ
る
。
ェ
．
、
ｎ
ヶ
の
①
一
（
耳
ｍ
い
く
．
）
・
）
【
菖
口
い
日
宛
の
□
５
房
』
Ｆ
⑭
．
ｐ
の
１
】
づ
ち
『
Ｊ
１
ご
ｍ
】
。
ｎ
両
■
⑰

弓
臥
沌
国
（
耳
⑭
額
く
・
）
・
冨
凰
日
曾
昌
ｍ
ｂ
ｐ
８
宛
。
［
■
ロ
ロ
の
。
ヨ
ミ
日
副
・
国
ｑ
］
ご
］
Ｃ
ｓ
・
〕
・
国
四
口
⑫
の
ロ
・
Ｃ
Ｐ
の
臣
：
．
』
ｍ
Ｑ
の
：
碗
。
。
。
こ
』
』
ｌ
こ
い
ｍ
・
エ
・
の
．

■
：
め
厨
・
囚
ロ
ー
】
○
ぬ
３
℃
三
の
い
日
Ｑ
の
日
い
、
ロ
の
ｐ
』
】
口
厨
忌
巴
。
］
⑰
ｎ
ｐ
８
”
①
く
。
一
員
一
○
コ
⑪
ｏ
⑰
君
①
函
巨
ロ
、
】
。
○
の
ロ
］
ロ
汗
の
ロ
］
『
①
砲
、
ご
ｇ
亨
菖
日
日
巳
沼
・

烏
円
の
．
．
〔
ョ
戸
月
日
い
の
」
ワ
８
日
一
［
⑰
一
］
・
宍
『
。
：
の
日
へ
『
⑰
．
こ
『
の
．
最
近
の
研
究
か
ら
次
の
一
冊
の
み
を
挙
げ
て
お
く
（
ジ
ャ
コ
パ
ン
・
ク
ラ
プ
メ
ン

パ
ー
の
具
体
的
祇
勤
の
叙
述
が
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
）
。
【
』
：
い
『
⑰
『
く
。
。
【
⑦
Ｐ
ｐ
の
菖
巴
日
閂
訶
の
ロ
ロ
ワ
房
・
可
・
Ｐ
菖
・
、
国
の
『
。
．
】
℃
恩
・
）
。

（
４
）
厨
司
丙
睡
、
ロ
ロ
楠
。
Ｒ
ケ
３
口
口
の
ロ
ワ
ロ
『
ぬ
】
い
、
ロ
の
ｐ
ｏ
の
⑰
ｐ
ｐ
Ｑ
厨
◎
ず
い
浄
伽
口
臼
の
陣
ワ
ユ
飼
の
口
穴
円
の
厨
‐
。
⑰
い
い
ゴ
ロ
［
い
、
ず
い
沖
の
ロ
ぐ
。
ｐ
旬
日
ご
【
の
Ｐ
く
。
ｇ
⑭
の
。
⑭
。

■
ご
Ｐ
甘
皿
の
［
日
め
す
日
唾
晩
、
ゴ
の
い
▽
。
］
底
⑰
、
ゴ
の
②
〕
○
日
ロ
ロ
一
・
国
Ｐ
心
・
］
『
局
・
い
・
Ｓ
ｍ
Ｉ
ご
』
。

（
５
）
何
吋
ケ
ロ
「
ロ
。
シ
い
の
。
［
円
国
の
ユ
。
ゴ
〔
・
塚
『
・
い
く
○
日
』
い
『
。
』
『
や
①
つ
め
。
］
『
や
。

（
６
）
○
⑰
。
Ｈ
、
二
三
月
一
回
】
旨
＆
円
・
シ
コ
ラ
ミ
○
Ｎ
［
口
負
目
の
の
：
『
の
ご
§
の
一
月
⑫
ゴ
ー
『
〔
の
ロ
】
ご
Ｃ
『
、
の
協
い
ロ
の
①
旨
⑰
冨
一
［
９
日
貝
乏
の
油
２
月
⑪
Ｐ
印
ロ
ロ
：
，

切
堀
の
ワ
。
【
の
⑪
・
弓
①
Ｊ
・
回
ワ
ｍ
ｍ
Ｐ
２
ｎ
穴
［
一
口
叩
、
ｎ
ケ
の
①
』
・
ロ
ロ
一
ｍ
い
◎
ず
臥
浄
の
ロ
・
い
の
⑦
ｉ
ｓ
四
・
四
局
『
、
。
⑪
『
【
。
ｍ
の
顛
・
・
眉
・
の
←
齢
・
巴
。

（
７
）
口
の
す
の
列
国
倖
『
函
の
【
、
臣
②
ば
づ
の
。
ご
□
い
の
『
く
貝
⑦
『
』
四
ヶ
漁
の
□
『
Ｐ
Ｃ
穴
〔
旨
Ⅲ
函
い
い
凶
⑰
。
の
ロ
Ｐ
Ｈ
の
Ｐ
国
。
・
い
つ
い
め
◎
暉
尻
・
同
『
ロ
⑪
〔
・
の
【
、
の
『
・
潔
邑
『
ロ
ワ
の
門
陀
。
⑭
。
＋
い
◎

け
（
後
打
で
は
冊
頭
部
欠
滞
。
）

（
８
）
ｏ
ｐ
Ｂ
ｏ
頁
の
ロ
ロ
の
⑫
宍
・
口
一
晩
辰
口
の
仁
四
の
◎
ず
の
ロ
冨
豆
】
⑪
〔
ｑ
配
色
ロ
ロ
〆
乱
凰
の
‐
の
⑦
笛
ロ
ロ
［
の
口
・
宛
臼
ｎ
ケ
の
頒
日
（
⑰
口
〕
巳
旨
⑰
⑩
。
。
①
Ｐ
Ｄ
Ｐ
臼
菖
『
（
ぬ
』
局
。
⑪
□
の
『

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一一

六

五



球
命
的
逝
徳
性
の
弁
証
法

一
一
ハ
｛
ハ

旨
口
ｑ
ｚ
耳
ロ
ワ
Ｃ
【
、
⑫
８
。
口
菖
、
［
Ｈ
涛
巳
日
‐
ぐ
の
Ｈ
曰
ご
○
貝
Ｐ
□
ぬ
⑪
‐
⑫
四
○
汀
の
く
。
□
沖
蝕
ロ
西
②
◎
ず
の
ロ
尻
周
の
厨
仰
口
堀
の
ｏ
ａ
ｐ
ｃ
【
ｇ
ｏ
⑦
ｂ
Ｐ
Ｂ
〔
『
○
口
：
ロ
］
←
・

冨
口
】
弓
ｃ
Ｐ
Ｂ
の
幻
日
ロ
ロ
閉
口
骨
シ
三
日
ロ
の
Ｈ
固
の
９
の
冨
口
［
１
百
一
日
‐
の
四
目
の
す
の
可
の
浮
且
．
］
目
叩
【
日
⑪
ケ
日
日
⑫
ｇ
の
⑩
ご
ｏ
胃
一
⑩
◎
す
の
⑫
］
○
日
ロ
巳
．
■
・
口
・

Ｐ
仰
巨
ｇ
－
Ｅ
ｇ
・
属
の
Ｈ
い
巨
沼
厩
コ
ッ
ク
は
参
事
会
と
市
民
の
信
頼
関
係
を
再
興
し
、
収
支
均
衡
政
策
を
確
立
す
る
た
め
に
は
革
命
が
必
要

だ
、
と
注
釈
し
て
い
る
。
ご
晩
］
・
向
亘
・
の
・
屋
①
氏
・
エ
ァ
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
手
工
業
者
〔
職
人
？
〕
の
Ⅱ
当
は
一
グ
ル
デ
ン
、
日
雁
い
は
四
○
ク

ロ
イ
ッ
ァ
ー
で
あ
る
か
ら
、
週
五
日
間
で
年
三
一
な
い
し
四
一
週
と
し
て
、
前
者
は
一
五
五
’
二
○
五
グ
ル
デ
ン
、
後
考
は
一
○
九
’
一
一
一
一
七
グ

ル
デ
ン
と
な
る
。
（
』
ｏ
Ｅ
Ｑ
の
ロ
Ⅱ
ｇ
犀
の
目
の
乱
〔
Ⅱ
筒
〕
Ⅱ
い
ち
勺
符
ロ
日
ロ
、
の
〔
Ⅱ
。
〕
挿
伊
Ｃ
巳
⑪
８
吋
Ⅱ
ロ
の
ロ
一
○
の
ロ
）
『
駒
一
・
厚
ｇ
ａ
・
抄
晩
の
貝
の
『

国
目
、
賃
・
鼻
．
⑭
．
ｍ
・
扇
Ｆ
皆
９
凶
の
ロ
の
》
餌
目
⑭
】
い
》
ご
ロ
の
Ｈ
８
⑪
幻
の
。
ｇ
、
．
⑭
紹
歸
・
シ
ロ
ョ
・
山
の
．
ハ
ー
シ
ス
に
よ
れ
ば
、
仙
身
職
人
の
岐
低
生
活
澱

は
平
均
八
○
’
一
○
○
グ
ル
デ
ン
で
あ
っ
た
。
な
お
注
（
皿
）
参
照
。

（
９
）
鈩
巨
鴎
○
吋
。
の
『
Ｐ
ｐ
ｍ
凹
口
、
一
一
の
す
日
ぐ
の
、
。
円
い
閂
》
。
。
］
・
局
・
弓
濃
・
沙
ｐ
ｎ
ｐ
的
の
Ｑ
門
Ｐ
Ｃ
宵
】
ｐ
ｍ
ｍ
Ｏ
ｐ
①
の
］
・
囚
口
埆
⑫
。
ｐ
風
沖
の
Ｐ
の
。
Ｓ
－
ｍ
Ｐ
’

（
、
）
ご
ｍ
Ｆ
同
Ｎ
ｐ
Ｐ
ａ
・
鈩
頃
①
貝
の
門
、
⑦
凶
○
頁
ご
函
『
。
⑬
》
の
．
弓
、
ロ
ロ
ロ
（
ｍ
ｐ
Ｃ
ｐ
忌
日
）
。
シ
○
月
⑪
の
①
“
ロ
ツ
臼
【
ロ
ロ
日
ぬ
い
団
陣
刊
傾
周
】
ロ
Ｑ
Ｒ
ｍ
Ｂ
ｇ
ｐ
ｐ
Ｑ
仰
Ｐ
ｍ
ｑ
の
日

伊
仏
ロ
ロ
の
》
制
日
向
リ
ョ
の
Ｃ
丙
ｐ
ｐ
ｍ
■
ロ
ロ
向
川
息
ケ
ロ
ロ
碩
昏
刊
の
⑪
勺
呉
ユ
。
〔
賦
日
Ｐ
⑩
・
。
．
。
。
》
屋
Ｈ
ｐ
Ｃ
の
Ｈ
い
』
ご
切
・
（
何
吋
］
い
□
ぬ
の
ロ
・
ロ
ロ
ー
く
の
厨
再
睡
研
ワ
ザ
唇
。
巳
の
駮

閉
の
、
シ
混
足
の
、
、
臼
）
な
お
利
子
税
は
四
一
一
一
・
七
菰
、
腱
業
所
得
税
は
二
一
・
八
七
％
（
一
七
九
六
賑
）
で
あ
る
。
エ
ァ
ハ
ル
ト
の
報
告
に
し
た

が
っ
て
物
価
表
を
作
成
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
一
七
九
六
年
）
。
一
七
九
二
年
九
、
一
○
月
頃
か
ら
物
価
上
外
が
は
じ
ま
る
。
く
い
』
・

レ
ロ
い
ず
ｍ
Ｏ
ｐ
院
ｎ
ケ
の
切
扉
＃
ｑ
『
Ｏ
Ｂ
牌
Ｐ
Ｐ
・
Ｚ
３
０
局
ｐ
ｐ
Ｑ
ぐ
ｏ
ｇ
Ｐ
Ｂ
０
・
淫
３
．
鼠
や
弓
①
碑



（
Ⅲ
）
』
・
】
句
弄
。
ｃ
宛
。
［
ロ
也
巨
ワ
・
鈩
口
易
昏
Ｈ
冨
一
［
ｇ
村
頭
角
》
ぬ
『
の
）
【
の
〔
目
乏
口
顛
の
。
一
向
『
風
口
臼
の
こ
『
の
甸
同
臼
豈
①
一
［
－
ご
》
出
口
い
め
「
⑫
つ
い
ご
貝
の
Ｐ
⑫
．
①
ｇ
｛
・
悼
・
い

く
の
旬
い
、
亘
の
。
①
ロ
の
レ
ワ
⑪
◎
ず
、
ば
一
汁
の
Ｐ
の
丘
。
・
・
⑭
。
ｇ
鰐
１
の
ｇ
・
》
。
（
四
口
。
□
周
回
）
・
シ
ロ
日
の
旨
の
一
荷
ワ
の
回
国
Ｂ
Ｑ
Ｒ
冒
壊
ロ
『
コ
ウ
円
頭
・
－
．
如
邑
戸
『
【
四
一
急
の
｛
い
の

厚
ロ
⑫
【
ワ
⑦
『
頃
の
『
・
回
・
ロ
・
Ｐ
・
い
ち
⑩
齢
《
．
（
ロ
ロ
○
コ
望
。
］
）
薑
厘
口
司
『
⑤
冒
臼
［
い
］
】
の
□
・
潔
白
ロ
日
の
冨
言
『
［
日
四
口
巴
一
の
国
々
の
、
目
、
ｚ
一
．
三
⑫
②
－
，
句
Ｈ
の
】
一
］
臼
・

厨
の
９
剪
欧
『
ロ
】
円
の
一
．
ｇ
Ｐ
や
ｍ
・
仁
Ｐ
ｍ
・
ｏ
Ｃ
－
Ｑ
⑪
の
ロ
ョ
ー
の
口
冗
②
。
の
ョ
：
ロ
日
、
宛
。
〔
⑪
Ｃ
毒
日
一
の
○
句
］
Ｂ
ｍ
Ｃ
ゲ
ョ
回
ロ
ロ
（
□
⑩
の
且
○
口
逗
ｇ
）
・
鹿
ユ
の
（
ｍ
ｐ
ｚ
厚
『
ロ
ー

ワ
の
『
頃
の
一
国
Ｐ
『
ぬ
の
『
》
ｚ
唇
、
ロ
ヮ
閂
、
》
Ｐ
Ｆ
⑭
。
］
』
・
」
『
馬
》
の
己
。
・
・
、
。
』
←
Ｃ
ｌ
一
遍
・
の
。
（
四
口
。
皀
巨
目
）
・
函
の
扇
す
『
ロ
ｎ
戸
の
門
司
：
。
Ｂ
一
一
の
ロ
。
Ｄ
Ｃ
の
．
一
一
、
【
・
『
・

（
ロ
ロ
○
．
留
日
）
・
鈩
貝
臼
⑦
ロ
の
口
の
⑩
可
“
Ｐ
の
ロ
ワ
の
一
の
ロ
ロ
ゴ
２
口
、
吠
巨
ｚ
已
司
コ
ワ
⑰
Ｈ
い
〕
『
①
四
・
⑦
す
。
・
・
Ｐ
い
い
の
い
の
．
○
『
呉
く
（
》
。
口
唇
一
○
ｍ
一
○
一
尻
蚕
（
ロ
⑭
の
ロ
○
○
口
『
ロ
】
）
ど

の
己
ロ
ロ
一
一
９
の
『
、
の
三
の
一
②
》
【
○
口
】
ぬ
⑪
ロ
の
『
、
〔
ｚ
ロ
『
ロ
・
貝
、
〕
》
三
一
◎
ず
：
一
一
の
弓
＠
ｍ
》
』
『
９
．
の
す
。
・
・
の
。
慮
司
・

さ
ら
に
前
節
注
（
３
）
の
リ
ー
デ
ル
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
こ
れ
に
加
わ
る
。
彼
は
こ
れ
を
一
○
Ⅱ
ド
イ
ツ
に
向
け
て
発
送
し
た
。
姉
起
耶
の
姫

合
地
が
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
あ
る
か
ら
、
エ
マ
ハ
ル
ト
と
の
連
絡
を
推
定
で
き
よ
う
。
彼
は
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
ペ
ル
ト
と
共
に
一
七
九
二
年
春
ウ
ィ

球
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
六
七

０
Ｊ
 鍋 1796.7 
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革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
六
八

－
ン
を
訪
問
し
て
お
り
（
ぐ
、
』
・
唾
臥
興
目
冗
の
ヨ
ゴ
Ｃ
－
Ｑ
ｇ
の
尻
一
い
い
：
甘
司
［
ぐ
・
日
胃
．
②
．
】
ろ
い
⑫
・
い
ち
廓
）
、
こ
の
時
紹
介
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

、
、

も
っ
と
も
リ
ー
デ
ル
自
身
は
鮮
察
調
誹
で
〔
一
七
九
四
年
四
月
？
〕
「
シ
ユ
ト
ゥ
ト
ガ
ル
ト
の
ホ
テ
ル
『
ロ
ー
マ
皇
帝
』
で
偶
然
知
り
あ
っ
た
。
」

と
述
べ
て
い
る
が
〔
傍
点
筆
者
〕
、
陰
謀
事
件
そ
の
も
の
を
否
認
す
る
方
針
か
ら
出
て
く
る
虚
偽
の
陳
述
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
（
但
し
そ
の
他
の

点
、
思
想
や
討
論
の
内
容
な
ど
、
は
メ
ン
バ
ー
の
著
作
と
比
較
す
る
と
き
、
き
わ
め
て
真
懸
性
が
高
い
）
、
く
い
Ｆ
ぐ
の
９
。
『
□
８
８
再
○
一
芦
。
貝

乏
耳
⑥
ロ
関
］
側
丙
○
寓
口
閂
己
記
再
日
の
一
“
３
ｍ
・
巳
・
《
・
傍
ト
局
程
。
】
ロ
叩
出
口
口
凶
⑫
。
ご
▽
日
。
い
い
”
円
貫
・
如
・
］
①
⑬
－
己
⑫
。
シ
ー
ヰ
の
ロ
ス
・
門
口
閂
・
□
厨
ヨ
ヨ
の
口
曾

］
鼻
・
互
口
の
州
・
】
貝
月
刊
い
の
』
ロ
の
（
汀
渦
・
Ｐ
日
ロ
、
⑦
Ｆ
ぐ
・
）
・
ロ
の
ヨ
ゴ
の
ロ
の
旦
鳥
○
ヶ
一
口
月
．
⑪
日
耳
、
閂
【
・
巳
目
・
リ
ー
デ
ル
お
よ
び
事
件
に
関
し
て
は
次
を

参
照
。
恩
『
ロ
図
．
シ
且
忌
Ｐ
⑫
国
の
Ｑ
巴
・
臼
⑪
ｍ
・
ロ
ゴ
Ｆ
【
。
－
コ
］
や
８
．
両
目
⑪
〔
三
目
油
の
『
日
：
Ｐ
句
「
・
日
〕
。
⑫
８
．
臣
［
Ｃ
ｓ
の
〕
ｐ
８
ワ
冒
司
１
巴
⑰
．
。
×
，

【
Ｃ
ａ
牌
』
し
『
垣
・
同
感
［
Ｎ
ぐ
ぃ
」
）
Ｐ
『
の
Ｐ
Ｄ
－
Ｃ
ｍ
口
［
⑪
［
の
ロ
Ｐ
口
輌
Ｑ
Ｒ
Ｄ
ｏ
］
】
口
⑪
ｎ
コ
の
ロ
⑪
［
『
○
３
ｐ
ｐ
ｍ
の
ロ
ヨ
ロ
の
貝
、
、
三
色
ゴ
ロ
・
宍
『
○
ゴ
ワ
９
ｍ
、
曰
⑪
．
”
一
や
刮
画
・

ロ
の
ロ
〕
め
い
】
」
い
、
】
“
〕
回
片
○
亘
口
の
『
甘
口
の
門
出
：
⑩
ロ
日
泊
ｑ
『
ロ
○
日
『
ｏ
嵐
の
．
三
一
の
ロ
、
菖
口
口
９
の
。
＄
の
い

（
吃
）
因
の
『
ゆ
す
日
Ｃ
丙
の
『
宅
色
目
日
一
医
員
両
目
⑩
ｇ
①
月
旦
回
・
い
・
ｐ
．
ｍ
．
瞳
切
・
中
、
東
欧
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
研
究
に
際
し
て
注
意
す
べ
き
点
は
、
政
治
的
に
は

人
氏
主
権
、
経
済
的
に
は
私
的
所
有
権
の
確
立
と
そ
の
比
較
的
平
等
と
い
う
二
つ
の
原
理
、
民
衆
の
自
己
解
放
と
し
て
の
芯
命
戦
略
、
こ
れ
ら
か
」

蹄
ま
え
た
う
え
で
、
政
沿
的
組
織
の
而
無
を
問
わ
ず
、
蒋
述
活
動
蝉
を
通
じ
て
「
少
く
と
も
心
情
的
に
」
先
の
原
理
と
戦
略
を
追
求
し
て
い
る
か

否
か
、
を
検
証
す
る
こ
と
で
あ
る
．
（
な
ん
ら
か
の
社
会
運
動
に
関
与
す
る
場
合
、
事
実
と
し
て
の
民
衆
運
動
に
対
す
る
態
度
は
多
種
多
様
で
あ

、
、
、
、
＄
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
が
、
そ
こ
で
も
先
の
鰍
命
戦
賂
を
「
少
く
と
も
心
情
的
に
」
貫
く
か
否
か
、
が
脂
導
ｌ
同
盟
の
観
点
か
ら
菰
要
で
あ
ろ
う
。
）
弓
の
ロ
】
、
⑪
［
：
⑰

ご
叩
の
旨
円
の
２
：
５
ｍ
と
は
、
一
九
八
加
年
二
〃
シ
ェ
ー
ル
氏
と
の
討
論
で
一
致
し
た
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
》
さ
も
肢
い
と
ジ
ャ
コ
バ
ン
の
歴

史
的
役
割
を
過
少
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
思
想
に
含
ま
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
多
様
性
も
充
分
仁
汲
み
尽
せ
な
く
な
る
で
あ
ろ

う
．
概
念
規
定
腿
つ
い
て
；
・
参
照
．
拙
稿
「
ド
イ
ツ
・
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
』
胸
…
ａ
の
班
論
と
災
践
ｌ
カ
ン
ト
に
派
試
論
」
、
ワ
イ
マ

ル
友
の
会
『
研
究
報
止
昌
簸
八
典
、
一
九
八
一
一
一
年
。
⑩
９
８
－
・
ロ
の
貝
の
８
の
］
鳥
・
ワ
ヨ
３
．
ご
”
Ｎ
の
】
［
、
９
１
沖
歓
ｗ
Ｃ
の
⑫
。
罠
ｎ
頁
⑪
畠
ｍ
ｍ
ｇ
⑪
、
冨
排
］
ぬ
．

〕
『
・
・
屋
＄
。
⑭
。
］
】
⑬
Ｃ
Ｉ
巨
吟
Ｃ
・
ゴ
巳
［
Ｑ
ｏ
３
ｐ
Ｃ
厨
口
の
Ｐ
Ｆ
Ｃ
汀
の
］
口
汚
○
ご
口
角
・
一
目
□
の
厨
の
う
め
（
ず
協
函
・
『
・
）
・
Ｃ
ｂ
ｇ
⑪
の
ゴ
の
日
く
○
一
貝
】
Ｃ
風
月
Ｃ
の
ョ
。
汽
日
，

【
の
。
・
の
、
□
の
。
（
豆
の
ロ
⑰
【
一
国
ユ
の
．
）
ご
』
①
ヨ
ー
・
の
【
貝
［
豹
、
「
【
・
砂
ご
旨
１
〆
〆
ぐ
目
・
少
滉
、
一
宍
■
ず
Ｐ
〕
、
六
○
丘
】
口
角
一
日
宛
ず
の
旨
一
句
。
□
ご
ｍ
白
再
昶
四
『
［
包
己
『
の
。
（
ケ
ル

ン
の
迎
動
史
に
側
す
る
先
駆
的
研
究
。
）
匹
命
一
『
目
［
冗
臼
８
－
戸
の
『
（
耳
⑪
輯
・
Ｐ
の
旨
鴇
一
・
く
・
）
・
〕
鳥
・
▽
首
閂
冒
シ
辱
【
の
一
の
旨
・
ロ
ロ
・
『
：
⑫
ワ
『
：
穴
』
①
『
『
・

（
中
、
蛎
欧
の
ほ
ぼ
全
域
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
論
文
災
で
、
各
地
域
の
七
○
年
代
の
研
究
水
準
を
示
す
。
）
［
□
ぬ
の
い
［
の
目
目
・
口
［
の
日
房
の
ゴ
の
『
］
、
穴
・
’



グー、〆￣、

１９１８ 
、－”、－〆 。

一
日
肱
日
ロ
⑭
ご
Ｃ
の
ロ
蕨
○
三
■
且
（
弓
＄
－
」
、
ｇ
）
．
、
【
貝
愚
腎
［
］
や
『
の
．
（
研
究
史
。
ほ
ぼ
企
テ
ー
マ
の
研
究
課
題
を
ロ
壷
赤
す
る
が
一
般
的
す
ぎ
る
ご
）

国
の
旨
の
『
ご
旨
ロ
日
曰
・
や
。
胃
房
口
且
の
Ｃ
ゅ
○
三
．
汀
［
の
．
怠
【
○
ヶ
一
日
⑪
ｐ
Ｅ
ｍ
３
厨
９
ロ
ゴ
賄
冒
Ｃ
の
貝
の
、
三
目
。
＆
国
○
の
・
・
句
・
凶
・
菖
・
、
回
の
『
ロ
、
ｚ
の
急
邑
。
『
宍

巳
匿
・
〕
・
日
○
日
す
の
【
（
芹
⑪
聴
く
。
）
．
宛
の
く
。
｝
目
・
鼠
月
ぐ
の
【
：
口
洋
・
犀
。
：
円
昶
、
弓
い
ご
『
一
・
（
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
だ
け
で
な
く
、
向
山
主
義
、
保
守

主
義
も
含
め
て
、
抜
粋
収
録
。
）
唇
巴
員
ぬ
く
○
個
〔
・
ロ
の
。
Ｃ
貝
の
、
ゴ
の
］
具
。
亘
口
】
い
◎
冨
匡
［
の
３
２
【
：
○
勺
：
一
国
⑩
［
房
弓
９
－
畠
９
．
国
⑦
司
冒
］
①
劇
・

（
上
記
シ
ェ
ー
ル
、
ト
レ
ー
ガ
ー
と
並
ん
で
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
含
ソ
連
邦
）
の
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
。
史
料

的
に
は
古
い
。
）
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
次
の
一
一
つ
が
旗
水
的
に
信
順
で
き
る
。
国
・
炉
Ｂ
ｐ
Ｃ
ａ
ｏ
厨
蔑
．
Ｆ
の
⑫
】
の
８
亘
口
の
ロ
○
一
・
口
巴
⑪
．

『
胃
口
『
⑰
口
乏
己
③
切
・
七
二
ヶ
の
耳
Ｏ
Ｃ
ｏ
Ｑ
ｇ
』
Ｐ
『
ず
の
両
『
』
①
。
。
⑫
○
ｍ
ト
ザ
の
『
［
竜
・
日
ゴ
の
両
ロ
泊
］
｛
⑪
ゴ
ロ
⑰
ョ
。
ｑ
の
［
一
．
富
Ｃ
く
め
日
の
貝
旨
［
ず
の
シ
浦
の
Ｃ
［
［
ゴ
の
司
月
，

ｐ
ｏ
ゴ
丙
の
ぐ
。
］
ロ
ロ
○
コ
つ
い
○
口
。
。
□
戸
①
『
Ｐ

（
皿
）
以
下
の
記
述
は
全
而
的
に
エ
ル
ン
ス
ト
ペ
ル
が
１
に
依
る
》
く
い
房
向
『
ロ
⑫
【
ロ
の
『
、
円
・
回
、
Ｐ
○
・
・
い
・
鹿
⑦
Ｉ
お
ｍ
・

（
川
）
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
七
九
四
年
Ⅷ
’
五
月
に
か
け
て
の
『
基
本
契
約
』
に
よ
っ
て
〃
、
士
会
の
：
：
。
［
目
の
構
成
員
数
が
変
わ
る
が
、
主
な

行
政
組
織
を
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
か
る
・
小
参
那
会
巴
巴
：
『
】
烈
囚
［
。
。
．
、
の
：
【
（
・
ハ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ア
ニ
川
人
、
参
小
会
盟
友
七
人
）
と
〃
仰

士
会
が
合
し
て
大
参
事
会
Ｃ
８
ｍ
Ｑ
恩
［
を
構
成
す
る
．
名
士
会
は
小
参
事
会
メ
ン
バ
ー
の
選
挙
権
を
も
っ
た
市
民
か
ら
な
り
、
パ
ト
リ
ッ
イ
ー

ァ
、
商
人
、
手
工
業
帆
方
各
七
○
人
、
学
濁
、
官
吏
各
二
○
人
、
計
二
流
○
人
が
定
数
で
あ
る
（
『
雑
木
契
約
』
以
降
）
。
四
週
交
代
の
市
長
は
老

若
二
心
、
が
小
参
事
会
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
。
名
士
会
は
か
っ
て
の
課
税
同
意
権
を
失
い
、
訴
訟
は
小
参
獅
会
が
、
雑
件
聯
川
は
市
艮
が
行
う
。

し
た
が
っ
て
実
質
的
権
限
は
す
べ
て
小
参
事
会
に
集
中
し
て
い
る
。
な
お
地
方
長
官
等
行
政
職
の
始
ん
ど
す
べ
て
は
パ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ア
が
独
占
し

て
い
る
。
ぐ
巴
，
ｍ
『
ず
凹
己
や
シ
、
の
。
［
ｑ
国
の
『
局
汀
〔
・
璃
『
。
②
．
ｍ
・
弓
、
－
］
『
『
・

（
胆
）
シ
ワ
院
の
。
『
Ｐ
Ｃ
丙
（
旨
叩
頭
い
い
⑩
騎
沓
、
己
Ｐ
別
の
口
・
ロ
ロ
・
』
・
の
。
①
○
つ
Ｉ
③
○
⑪
。

（
畑
）
ご
頭
］
。
、
『
ロ
②
８
円
、
ｑ
・
餌
・
口
。
。
。
》
の
。
一
一
『
’
一
Ｊ
い
・
の
】
の
ゴ
の
四
口
、
戸
甸
『
】
⑪
□
の
ロ
⑪
０
口
。
□
尿
ユ
の
鴇
ｉ
ｎ
○
月
】
の
「
ぐ
○
日
湯
・
「
ご
’
○
・
〕
引
田
・

（
Ⅳ
）
ぐ
ぃ
辰
宛
８
口
〕
ロ
ロ
ロ
・
ぐ
。
』
一
⑫
Ｂ
ｐ
Ｑ
－
樋
の
○
の
印
Ｃ
亘
○
す
〔
の
Ｂ
の
ご
閂
こ
の
『
３
－
滴
ロ
ロ
鴇
ロ
ロ
ロ
ロ
日
の
】
口
の
『
【
ん
』
：
ロ
・
シ
ョ
⑫
［
ｑ
８
３
（
し
］
８
口
回
）
・
】
己
の
．
⑫
．

』
一
心
。冨
口
且
呉
月
⑪
冨
憧
い
－
ｍ
【
日
［
⑪
く
Ｃ
３
］
・
酋
・
弓
農
・
凶
嵐
の
ｎ
口
目
⑫
ｎ
房
の
」
．
⑪
口
８
２
［
⑫
９
の
］
凹
丙
○
ケ
目
の
『
．
⑪
．
Ｓ
・

（
：
。
昌
日
）
・
鈩
号
の
⑰
⑰
Ｐ
い
い
．
『
．
⑭
（
．
し
か
し
こ
の
『
契
約
』
は
パ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ア
の
支
配
体
制
に
対
す
る
些
か
の
歯
止
め
に
Ｊ
ｂ
な
ら
な
い
“
第

雌
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
六
九



革
命
的
菰
徳
性
の
弁
証
法

一
七
○

一
に
『
経
済
改
糠
・
会
計
朧
在
委
瓜
会
○
の
六
：
○
日
『
の
‐
ぐ
の
Ｈ
ワ
Ｃ
服
の
『
目
、
⑫
’
ロ
且
幻
の
ｃ
一
）
：
。
、
⑪
‐
【
の
く
】
の
一
・
口
、
‐
、
○
一
一
の
殖
旨
日
は
参
蛎
会
と
〃
仰
士
会
か

ら
各
々
七
人
計
一
四
人
で
構
成
さ
れ
て
お
り
（
第
二
条
）
、
そ
の
権
限
の
中
に
は
財
務
艀
理
が
含
ま
れ
ず
、
た
だ
報
告
聴
取
、
湖
在
に
制
限
さ
れ

（
第
七
、
一
二
、
一
四
一
五
条
）
、
節
二
に
〃
仙
北
会
の
決
定
は
参
小
会
の
紹
呵
が
な
け
れ
ば
無
効
で
あ
り
（
節
四
四
四
兀
条
）
、
妓
後
に
〃
、
士

会
は
Ⅲ
接
選
挙
で
選
ば
れ
て
お
り
、
か
つ
選
挙
人
か
ら
女
性
、
「
居
冊
氏
」
、
非
脚
血
膿
氏
、
し
た
が
っ
て
大
多
数
の
民
衆
（
節
二
節
注
（
応
）
か
ら

鵬
症
す
る
と
、
八
○
％
を
占
め
る
）
は
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
加
）
仇
し
「
居
酒
脇
政
論
家
」
を
紺
乗
る
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
耕
者
脚
身
（
恐
ら
く
手
工
業
親
方
な
い
し
職
人
と
思
わ
れ
る
）
は
『
契
約
』
竹

成
派
で
あ
る
。
ぐ
ぃ
炉
同
区
。
い
い
』
、
－
〕
Ｐ

（
別
）
一
七
九
四
年
中
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
発
見
さ
れ
た
ポ
ス
タ
－
．
．
ハ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
次
の
Ⅲ
り
。
桿
・
シ
ロ
ヰ
ロ
【
：
□
ご
『
Ｂ
［
ず
の
口
映
⑫
三
口
く
目

く
・
日
』
Ｐ
酉
・
旨
》
国
目
⑩
一
⑩
．
、
ロ
貝
の
。
・
巴
・
Ｐ
の
．
①
庭
－
③
急
．
（
ジ
ャ
コ
バ
ン
・
ク
ラ
ブ
を
背
鍛
に
も
ち
、
専
制
打
倒
を
訴
え
る
。
一
一
二
人
の
頭
文
字

淵
〃
仰
あ
り
。
）
い
・
両
の
ロ
：
一
房
目
厨
目
の
⑩
の
８
の
【
く
Ｏ
Ｂ
シ
コ
註
口
い
］
ロ
日
．
甘
》
⑫
９
①
の
一
・
句
旨
嫡
⑭
◎
ず
『
扉
８
．
⑫
．
⑫
Ｐ
（
シ
ェ
ー
ル
に
よ
れ
ば
祇
川
・

く
い
一
・
句
ｇ
・
シ
コ
コ
テ
」
・
印
刷
職
人
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ホ
ル
ッ
ハ
ウ
ザ
ー
と
友
人
ヨ
ハ
ン
・
ル
ー
カ
ス
・
ト
ッ
プ
が
六
月
五
日
逮
捕
さ
れ
獄
中
へ
。

二
人
の
征
言
「
狐
水
腫
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
グ
ウ
ハ
ー
夫
人
か
ら
各
々
六
部
職
い
、
ニ
ク
ロ
イ
ッ
ァ
ー
で
販
売
し
た
。
」
ダ
ウ
ハ
ー
脚
身
は
「
見
知
ら

ぬ
学
生
か
ら
三
二
部
受
け
取
り
、
残
二
○
部
は
友
人
に
渡
し
た
。
」
と
証
言
。
二
人
は
一
一
一
週
間
後
釈
放
さ
れ
た
が
、
絲
察
・
参
事
会
が
推
定
し
た

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
・
ジ
ャ
コ
パ
ン
・
ク
ラ
ブ
は
結
局
分
か
ら
ず
仕
癖
に
終
わ
っ
た
。
次
節
水
文
お
よ
び
注
（
犯
）
好
一
も
参
慨
小
。
く
い
Ｆ
向
日
⑪
ｅ
の
「
‐

、
閂
ご
Ｐ
口
。
。
。
》
い
←
い
い
－
ム
ｍ
ｅ
伊
ロ
ロ
で
段
一
ロ
】
・
く
○
吋
目
い
ご
、
、
ロ
ン
ロ
の
一
つ
⑪
。
ゴ
『
の
び
の
『
。
・
ロ
コ
ロ
の
⑰
ｐ
ｐ
ｍ
。
［
の
ロ
・
ロ
句
、
ゴ
ロ
周
、
の
一
⑰
［
一
一
○
汀
の
ロ
ン
【
の
一
○
ロ
ー
ロ

ロ
ロ
ご
○
ぬ
⑦
一
陣
ｐ
ｍ
ｑ
ロ
旨
局
壺
］
口
①
Ｒ
・
・
ご
印
い
、
夛
の
①
一
・
餌
・
Ｐ
○
・
・
ｍ
。
Ｊ
］
－
割
Ｐ
ロ
ロ
ロ
ロ
『
【
⑩
一
一
巧
の
一
い
⑥
両
用
ロ
⑪
３
月
疽
閂
．
、
。
←
巴
抗
艀
同
『
云
厩
門
口
ロ
函
・
の
の

レ
ロ
ヰ
ロ
齢
く
。
３
．
口
い
・
（
ｕ
○
ヶ
員
い
ぃ
尋
『
一
の
○
月
す
。
］
〔
の
『
レ
ロ
ヰ
員
が
ロ
日
ｎ
口
①
貝
⑫
◎
ず
の
ｚ
口
口
○
口
ぐ
○
日
］
『
。
②
・
・
し
ロ
⑪
ｇ
ｏ
｝
】
ニ
コ
ロ
シ
蔵
『
コ
ワ
閂
、
。
ご
恥

出
：
い
｝
⑪
》
○
ヶ
⑦
『
目
の
丙
の
。
高
い
］
Ｂ
‐
Ｓ
『
ｇ
ｑ
ｍ
９
⑦
の
一
》
国
ロ
鴨
ロ
ゴ
『
『
沖
の
口
・
の
・
臼
Ｉ
駅
．
（
次
節
水
文
参
照
。
）
の
．
、
の
面
目
［
『
ロ
：
汀
目
頭
：
■
一
一
の

、
門
目
の
日
し
【
胃
の
⑫
８
Ｆ
》
一
員
の
９
の
⑦
一
・
の
９
．
．
い
⑰
①
ｌ
ｍ
Ｐ
司
少
信
索
ｏ
ａ
ｑ
ｐ
ｐ
ｍ
ｇ
凶
一
一
の
Ｃ
３
ぐ
の
切
日
知
§
ｃ
向
い
０
（
加
川
注
（
９
）
参
照
。
）

（
、
）
凶
〔
一
の
印
［
：
い
め
○
げ
：
一
・
段
且
の
貝
⑪
目
の
］
臭
・
ヶ
ご
ｇ
、
．
Ｂ
・

（
羽
）
ｇ
ｐ
ｍ
ｇ
・
宛
民
曰
碩
⑦
【
の
鉱
圧
は
、
シ
ェ
ー
ル
に
よ
る
の
と
は
異
な
り
、
巾
民
兵
閣
日
の
『
ロ
〕
】
旨
の
川
励
に
よ
る
。
く
ぬ
」
・
句
１
日
目
の
．
Ｐ
目

尻
ユ
の
鴨
’
○
○
宮
ユ
円
『
○
日
⑭
。
〕
Ｐ
』
『
①
竿
。



し
か
し
な
が
ら
エ
ア
ハ
ル
ト
は
あ
の
「
・
ヘ
ー
ペ
ル
の
反
乱
」
の
な
か
に
、
現
在
の
危
機
を
克
服
し
、
パ
ト
リ
ッ
ィ
１
ア
寡
頭
制
に
代
え

て
民
衆
の
自
淌
を
実
現
す
み
力
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
「
あ
の
四
几
の
蛛
起
で
数
名
の
嘘
つ
き
ど
も
に

よ
っ
て
教
唆
さ
辿
起
」
の
だ
、
と
い
う
一
時
的
な
判
断
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
一
七
九
二
年
春
以
来
彼
が
鵬
附
し
て
き
た
道
徳
的

自
然
法
の
理
論
、
そ
れ
に
峡
く
政
沽
的
・
細
微
的
実
践
、
こ
の
間
耐
に
照
ら
し
て
、
不
可
避
的
に
距
離
と
持
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で

（
別
）
面
ユ
区
く
。
回
向
『
云
日
□
凹
口
い
、
嵐
一
一
円
く
Ｃ
ヨ
砲
脚
一
・
局
＠
ｍ
・
旨
⑬
の
、
豆
』
］
⑤
『
。
ご
く
の
門
歸
の
・
国
。
・
い
、
・
の
。
こ
←
－
】
の
ｍ
ｑ
ｎ
ｏ
Ｐ
臥
囚
ぐ
Ｏ
Ｂ
山
０
一
・
便
ゴ
ロ
の
。
←
・
］
『
や
ｍ
・

侭
日
ｚ
日
ロ
ワ
の
局
】
⑬
９
２
、
す
『
○
日
〆
筥
旨
の
レ
ロ
ュ
一
・
：
、
ゴ
：
堀
８
２
０
云
口
目
⑪
Ｃ
二
の
Ｃ
］
・
司
一
巨
昶
⑫
ｎ
コ
１
汀
：
．
⑪
．
Ｂ
・
ぐ
、
一
・
⑫
０
コ
の
⑥
－
．
⑰
口
呂
の
貝
勿
◎
ず
Ｃ

〕
具
。
。
ご
月
．
⑫
・
９
ｈ
．
同
日
⑪
ｅ
の
『
、
ｑ
・
い
一
ｓ
－
念
一
・
（
側
し
後
背
は
Ⅱ
付
な
ど
不
服
砿
で
あ
る
。
）

（
妬
）
同
『
口
⑫
ｅ
の
Ｈ
ｍ
Ｒ
．
、
．
怠
い
．
こ
の
非
常
措
置
は
六
凡
二
十
二
日
や
っ
と
解
除
に
な
る
。

（
妬
）
（
ｍ
ｐ
ｏ
ｐ
冤
日
）
マ
シ
コ
ョ
巴
口
の
一
一
の
す
の
ロ
、
陣
【
和
ｑ
ご
ｚ
陣
『
コ
ケ
閂
昶
。
、
日
の
「
⑩
［
の
ロ
。
⑪
【
の
『
日
埆
の
。
○
・
○
・
（
》
白
『
ロ
ワ
円
昶
）
ご
Ｃ
、
。
⑭
。
、
命
。
。
、
［
・
・
己
。
（
、
ユ
回
，

□
ぬ
の
Ｐ
ご
ロ
・
餌
の
而
沙
ｇ
の
。
』
８
句
）

（
幻
）
同
、
ゴ
ロ
『
ｇ
□
す
の
『
○
閉
幻
の
Ｏ
ゴ
〔
。
ｍ
・
や
『
→
、
①
｛
。
ご
単
の
命
・

（
犯
）
口
「
肘
［
②
。
、
。
三
一
一
の
『
く
。
Ｂ
い
⑭
●
ト
ヨ
①
吟

後
者
は
エ
ァ
ハ
ル
ト
の
親
友
カ
ー
ル
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
で
、
市
民
叩
中
尉
、
参
謀
で
あ
っ
た
。
エ
ァ
ハ
ル
ト
は

後
か
ら
こ
の
件
を
厄
接
彼
か
ら
剛
い
て
、
「
彼
の
試
み
の
非
道
徳
性
を
分
か
ら
せ
る
」
と
同
時
に
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
を
治
す
た
め
に
尽
力
す
る
。
な

お
次
節
本
文
で
も
一
汀
及
す
る
。

（
”
）
以
下
の
事
件
は
次
に
依
る
。
ぐ
巴
⑫
９
の
①
一
・
ｍ
目
□
の
貝
⑪
９
の
］
鳥
・
ワ
ヨ
目
⑪
・
８
１
『
Ｐ

（
抑
）
次
節
水
文
参
照
。

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

二
並
命
的
遊
徳
性
の
爪
皿
と
体
系

一

七
一一



「
あ
の
倣
大
な
〔
フ
ラ
ン
ス
〕
国
民
は
人
椛
の
再
興
を
旗
印
と
し
て
掲
げ
行
伽
し
て
い
る
の
に
、
他
の
識
国
民
か
ら
は
人
川
性
に
敵
対

す
る
、
人
倫
的
秩
序
の
破
壊
新
、
放
恋
な
抑
圧
者
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
…
…
な
ぜ
な
の
か
。
人
椛
の
人
間
的
本
性
一
を
解
明
す
る
必
喚

（
２
）
 

が
あ
る
。
一
言
い
換
え
る
と
、
専
制
の
打
破
、
人
椛
の
再
興
は
な
ぜ
正
当
な
の
か
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
す
ぺ
て

は
恋
意
の
産
物
と
化
す
る
他
は
な
い
。
た
し
か
に
我
が
師
カ
ン
ト
が
、
自
由
意
思
の
自
律
性
を
人
倫
法
則
の
存
在
根
拠
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
愈
思
の
格
率
と
行
為
規
価
と
の
川
係
に
ま
っ
た
く
新
し
い
光
を
投
げ
か
け
た
が
、
し
か
し
こ
の
原
理
は
充
分
具
体
的
に
雁
附
さ
れ

（
３
）
 

ｆ
、
道
徳
的
存
在
と
し
て
の
人
川
か
ら
川
発
し
て
自
然
法
の
体
系
を
波
線
す
る
試
み
は
、
残
念
な
が
ら
い
ま
だ
》
沁
成
途
上
に
あ
る
の
だ
。

さ
て
人
間
の
人
川
た
る
所
以
は
、
彼
が
自
然
の
欲
望
や
衝
動
に
し
た
が
っ
て
自
己
保
持
の
た
め
に
活
動
す
る
か
ら
で
は
な
く
（
こ
の
幸

福
追
求
は
他
の
勅
物
と
共
通
す
る
）
、
①
自
己
啓
蒙
に
よ
る
自
己
決
定
、
他
人
の
意
思
か
ら
独
立
し
た
間
櫛
の
洞
察
に
雌
い
て
（
良
心
の

向
山
）
、
②
選
択
し
た
人
倫
法
則
（
緋
遍
的
に
妥
当
十
ぺ
き
と
判
断
さ
れ
る
祇
嬰
洲
）
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
行
為
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
言
菜
を
俗
り
る
と
、
人
川
は
人
絡
と
し
て
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
人
格
性
と
は
自
ら

（
１
）
 

の
意
思
の
格
率
を
常
に
人
倫
法
則
の
な
か
に
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
に
他
な
ら
な
い
。
と
く
に
自
己
決
定
の
①
一
ワ
⑪
［
ウ
の
⑭
口
日
日
目
、

な
る
形
式
的
条
件
が
道
徳
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
逆
に
こ
の
条
件
の
放
燕
は
個
人
の
内
な
る
人
間
性

ｇ
８
の
、
９
日
〔
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
か
ら
道
徳
的
た
れ
！
と
い
う
の
は
た
ん
な
る
嬰
袖
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
雄
勝
な
の

で
あ
る
⑩
「
自
山
な
道
徳
的
存
在
に
と
っ
て
の
〔
自
由
〕
法
則
は
当
為
の
性
格
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
の
当
為
と
は
、
〔
法
則

、
も

の
〕
指
図
が
私
の
道
徳
的
本
性
の
徒
と
し
て
承
認
を
え
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
私
の
本
性
に
適
合
し
て
い
る
、
と
い
う
固
有
の
確
信
の
な
か

に
あ
る
。
…
…
だ
か
ら
〔
各
人
の
〕
理
性
が
唯
一
真
の
立
法
者
な
の
だ
。
人
倫
法
則
さ
え
理
性
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
「
人

あ
る
。

離
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

－ 

-七

二



こ
の
道
徳
性
の
原
理
自
体
は
直
接
に
は
内
面
的
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
諸
個
人
の
行
為
（
外
而
的
現
象
）
と
し
て
実
現
さ
れ
な
い
な

ら
ば
、
抽
象
的
要
諦
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
だ
か
ら
、
「
道
徳
性
の
外
的
炎
川
に
必
喚
な
一
切
の
も
の
に
対
す
る

椛
利
、
し
た
が
っ
て
私
を
道
徳
的
存
在
と
し
て
示
す
の
に
必
要
な
十
ぺ
て
に
対
十
る
椛
利
が
人
椛
な
の
だ
。
｜
と
州
論
し
な
け
れ
ば
な
ら

（
６
）
 

な
い
。
道
徳
か
ら
法
・
権
利
へ
の
移
行
・
推
論
は
一
見
無
謀
と
映
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
法
と
道
徳
の
分
離
こ
そ
が
恐
ろ
ぺ

き
神
政
政
桁
を
不
可
能
と
す
る
の
だ
か
ら
。
然
り
、
が
Ⅲ
題
は
、
形
式
上
分
離
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
秤
止
法

の
「
内
的
制
限
」
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
道
徳
爪
理
と
の
関
係
な
の
だ
。
そ
し
て
椛
利
・
法
の
分
析
か
ら
も
こ
の
椛
論
は
正
当

な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
幻
の
、
ロ
［
は
た
し
か
に
両
義
的
で
あ
っ
て
許
容
と
命
令
両
１
回
忌
厨
の
ご
Ｆ
ｏ
の
ｇ
［
を
含
み
、
と
く
に
前
背
の

場
合
我
々
の
恋
意
に
価
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
蛾
欣
と
恋
愈
の
内
存
は
決
し
て
人
倫
法
則
に
矛
府
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
さ
も
な
い
と
他
人
の
恋
意
と
衝
突
し
、
法
の
反
対
物
つ
ま
り
ア
ナ
ー
キ
ー
へ
と
悪
徳
環
的
に
巡
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
（
後

（
７
）
 

者
に
つ
い
て
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
）
。

こ
の
原
理
に
立
つ
と
き
、
人
権
の
体
系
は
ど
の
よ
う
に
演
鐸
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。（
８
）
 

Ｉ
、
ま
ず
自
己
決
定
原
叫
に
耐
接
脳
礎
．
つ
け
ら
れ
る
諾
個
人
の
「
脚
立
性
の
権
利
」
。
川
そ
の
核
心
は
「
人
側
の
心
の
慰
め
、
つ
ま
り

宗
教
」
に
か
か
わ
る
良
心
の
自
由
に
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
神
を
信
じ
な
い
人
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
個
人
の
自

由
裁
量
に
完
全
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
領
域
に
他
人
が
介
入
す
る
こ
と
は
当
人
の
人
格
を
直
接
否
定
す
る
こ
と
に
な
る

川
は
法
・
正
当
性
に
側
す
る
自
己
判
断
を
決
し
て
放
粟
し
て
は
な
ら
ぬ
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

一
」
れ
が
自
分
自
身
に
た
い
す
る
義
務
の
源
泉
で
あ
っ
て
、
こ
の
義
務
は
、

（Ｐ、）

法
則
の
下
に
あ
る
の
だ
。
」

革
命
的
逆
徳
性
の
弁
証
法

さ
も
な
く
ぱ
彼
は
ｎ
分
の
蝉
厳
を
放
棄
十
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

淋
が
行
う
十
ぺ
て
の
な
か
で
人
格
性
を
示
せ
、
と
い
う
将
週
的

一●

七

三
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革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
七
六

に
移
す
こ
と
が
で
き
る
（
「
法
的
自
然
状
態
」
）
な
ら
ば
、
戦
争
状
態
を
必
然
化
せ
ず
、
各
人
が
人
倫
法
則
に
従
う
「
市
民
的
Ｉ
倫
理
的
国

（
肥
）

家
「
｜
状
態
が
成
立
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
自
己
啓
蒙
が
低
い
段
階
に
あ
っ
て
は
（
こ
れ
と
逆
の
想
定
は
、
今
な
お
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を

殺
う
不
正
義
の
状
態
が
な
ぜ
存
続
し
て
い
る
の
か
説
明
で
き
な
い
）
、
人
々
は
暴
力
、
知
恵
、
呪
術
そ
の
他
い
ず
れ
の
故
で
あ
ろ
う
と
、

あ
る
ひ
と
つ
の
椛
力
に
従
瓜
す
る
形
で
国
家
状
態
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
時
の
経
過
の
な
か
で
人
々
は
服
従
に
倣
れ
て
し
ま
い
、
「
稗

、
、
、
、

慨
に
よ
っ
て
、
発
的
に
服
従
す
る
」
よ
う
に
な
り
、
権
力
者
は
権
力
者
で
「
人
々
か
ら
収
秤
し
た
財
を
恩
恋
と
し
て
い
え
、
そ
れ
を
通
じ

て
地
位
・
官
職
の
階
胴
秩
序
」
を
設
け
、
支
配
を
強
周
な
も
の
に
す
る
と
と
も
に
、
「
大
衆
に
は
一
時
の
お
祭
、
恒
常
的
な
娯
楽
の
提
供
、

（
〃
）

賜
物
」
等
々
の
手
段
に
よ
っ
て
支
配
の
珈
実
を
忘
れ
さ
せ
、
「
聖
職
者
や
学
考
を
縫
い
」
支
配
の
正
当
化
を
図
る
。

こ
う
し
て
成
立
し
て
き
た
現
存
の
国
家
は
支
配
新
ｌ
胞
民
関
係
を
原
則
と
し
て
お
り
、
「
市
民
の
諸
権
利
を
相
互
に
保
証
し
あ
う
市
民

社
会
」
の
対
極
を
な
す
。
な
ぜ
な
ら
後
箭
は
従
屈
関
係
で
は
な
く
、
平
等
な
市
民
に
よ
る
共
同
態
の
形
成
、
「
人
民
主
権
一
原
理
に
立
脚

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
政
淌
体
制
つ
ま
り
権
力
構
造
か
ら
す
る
と
き
、
現
存
の
そ
れ
に
お
い
て
は
凶
権
（
立

法
、
執
行
、
司
法
、
選
挙
の
行
樅
力
）
が
分
離
さ
れ
ず
、
一
考
に
集
中
さ
れ
た
り
（
専
制
Ｃ
の
の
ｂ
Ｃ
鳥
９
口
の
）
、
暴
力
的
に
結
合
さ
れ
た
り

（
繋
制
曰
胃
四
目
囚
と
絶
対
的
民
主
制
シ
宮
ら
一
日
の
□
の
日
。
汀
口
感
の
）
、
あ
る
い
は
ま
た
君
主
に
立
法
・
執
行
両
権
が
独
占
さ
れ
た
り

（
絶
対
的
湫
主
制
）
し
て
い
る
。
さ
ら
に
法
を
実
効
た
ら
し
め
る
「
至
高
権
と
し
て
の
執
行
権
一
も
市
民
の
委
託
を
受
け
な
い
恋
意
的
権

（
釦
）

４
〃
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
不
正
義
の
状
態
か
ら
市
民
状
態
へ
の
移
行
は
、
い
わ
ゆ
る
契
約
に
よ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
契
約
の
内
容

（
人
権
を
含
む
諦
椛
利
の
相
互
保
諦
）
が
与
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
内
容
を
前
も
っ
て
契
約
主
体
が
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
も
し
認
識
し
て
い
な
が
ら
不
正
義
を
Ⅱ
受
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
勇
気
の
な
さ
、
怯
弱
」
の
証
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ



だ
か
ら
も
し
現
存
国
家
の
根
本
原
則
が
人
権
と
矛
盾
し
人
川
の
諸
椛
利
を
抑
圧
し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
原
則
を
変
災
し
真
の
市
民
社

会
を
実
現
す
る
行
為
が
不
可
避
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
現
存
諸
国
家
は
多
か
れ
少
か
れ
こ
の
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
根
本
原

則
の
変
更
が
一
般
に
革
命
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
…
…
原
則
が
人
類
の
諸
椛
利
と
国
民
の
利
益
に
矛
府
す
る
と
信
ず
る
が
故
に
、
こ
れ

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。
革
命
の
正
当
性
が
探
究
さ
れ
る
ぺ
き
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
敵
の
革
命
に
つ
い
て
の
み
語
り
う
る
。
」
あ
る

い
は
原
則
、
政
治
体
制
、
政
府
い
ず
れ
に
原
因
が
あ
ろ
う
と
人
権
抑
圧
の
不
正
義
に
対
し
て
蜂
起
す
る
こ
と
を
、
一
般
に
「
反
乱
」
と
呼

ん
で
も
よ
い
だ
ろ
う
（
し
か
し
原
則
が
市
民
社
会
の
原
理
に
適
っ
て
い
て
、
体
制
や
政
府
が
そ
れ
に
反
す
る
場
合
に
は
、
球
命
で
は
な
く

（
型
）

た
だ
「
改
良
」
に
つ
い
て
の
み
語
る
こ
と
が
で
き
よ
う
）
。
「

②
革
命
の
正
当
性
は
し
た
が
っ
て
、
実
定
法
の
中
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
ず
（
な
ぜ
な
ら
現
行
実
定
法
の
否
定
が
革
命
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
実
旋
法
が
雅
命
権
を
篭
す
る
こ
と
は
脚
己
矛
臓
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
繊
利
を
総
く
鶴
は
論
理
的
に
ｌ
実
定
法
艇
超
越

す
る
霧
が
鞭
点
な
の
だ
か
ら
ｌ
存
祇
で
き
な
い
）
、
逝
篇
存
廊
の
条
件
と
し
て
の
人
搬
（
犯
雛
に
よ
る
鵬
：
除
い
て
い
か
な
る

、
、
、
、

法
も
制
限
で
き
な
い
人
椛
Ｉ
・
）
に
雑
く
他
は
な
い
。
革
命
柿
行
使
「
決
定
の
手
助
け
と
な
る
の
は
私
の
良
心
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
際
大
切

な
の
は
私
が
次
の
疑
問
に
ど
う
答
え
る
か
で
あ
る
。
利
己
的
目
的
を
求
め
て
は
い
な
い
か
。
た
だ
〔
人
椛
擁
誠
と
い
う
〕
真
理
だ
け
を
必

要
と
す
る
か
。
…
…
復
響
心
は
な
い
か
。
私
の
良
心
が
こ
れ
ら
す
ぺ
て
に
韓
の
証
を
与
え
る
な
ら
ば
、
私
は
正
し
く
行
肋
し
て
い
る
の

弛
命
的
逝
徳
性
の
弁
証
法

一
七
七

て
新
た
な
社
会
契
約
も
で
き
よ
う
は
ず
が
な
い
。
逆
に
ま
だ
認
撤
し
て
い
な
い
と
十
れ
ば
、
目
的
な
し
の
契
約
と
な
り
、
こ
れ
は
自
家
撤

耕
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
契
約
内
容
を
実
際
に
保
証
す
る
幡
力
は
旧
来
の
そ
れ
で
は
あ
り
え
ず
、
新
た
に
飢
川
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ

れ
は
契
約
に
よ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
り
（
契
約
と
は
言
葉
に
よ
る
約
束
に
す
ぎ
な
い
）
、
し
た
が
っ
て
契
約
以
外
の
手
段
に
依
ら
な
け
れ

（
別
）

ぱ
な
ら
な
い
。
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四
）

あ
る
。
一

革
命
的
道
徳
性
の
弁
祇
法

一
七
八

、
、
、
、

だ
。
」
「
不
正
義
の
除
去
、
正
義
の
実
現
、
声
」
の
目
的
の
場
合
に
の
み
、
革
命
は
道
徳
的
に
正
当
で
あ
る
。
」
な
ぜ
な
ら
人
権
の
保
証
に
よ

っ
て
の
み
、
私
の
道
徳
性
が
証
肌
さ
れ
る
の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
人
川
の
「
溌
務
に
雑
く
行
為
と
し
て
の
み
拡
巾
は
可
能
と
な
る
の
で



己
啓
蒙
の
権
利
、
思
想
表
現
の
自
由
は
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
時
の
政
府
は
た
し
か
に
計
画
の
中
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
禁
止
で
き
る
の
は
（
実
定
法
に
照
ら
し
た
）
実
行
手
段
の
適
・
不
適
だ
け
で
あ
る
（
そ
し
て
実
行
の
手
段
も
、
革
命
が
不
首
尾
に
終

わ
っ
て
銃
圧
さ
れ
た
り
、
二
砿
権
力
の
内
乱
状
態
に
な
っ
た
り
せ
ず
に
、
一
度
成
功
す
れ
ば
、
一
切
の
既
成
秩
序
は
正
当
性
を
失
う
か
ら
、

新
た
な
正
当
性
が
問
題
と
な
る
こ
と
に
な
る
）
。
だ
か
ら
砧
命
を
汁
阿
的
に
躯
術
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
飛
附
は

行
動
の
た
め
の
川
意
で
あ
る
か
ら
、
政
沿
結
社
と
し
て
組
織
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
「
ド
イ
ツ
に
は
平
均
し
て
他
の
ど
の

国
よ
り
も
多
く
の
啓
蒙
さ
れ
た
人
間
が
い
る
・
・
…
・
に
も
か
か
わ
ら
ず
ド
イ
ツ
人
の
性
格
は
平
均
し
て
無
気
力
で
頑
迷
で
あ
っ
て
、
静
を
胴

（
羽
）

察
で
き
は
す
る
が
、
そ
れ
を
実
践
し
は
し
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
道
徳
爪
理
１
人
樅
１
，
然
法
（
市
民
社
会
の
組
織
原
班
）
の
波
榔
体
系
に
よ
っ
て
雄
近
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク

民
衆
遮
剛
を
見
る
と
き
、
完
全
に
欠
蕗
し
た
視
点
が
あ
る
。
第
一
に
幣
蒙
さ
れ
た
人
権
の
意
識
。
民
衆
の
述
勅
が
「
抑
脈
と
貧
川
、
不
法

に
対
す
る
反
乱
豆
⑭
日
忌
百
・
口
」
で
あ
る
こ
と
は
私
も
認
め
る
。
そ
し
て
私
の
言
う
革
命
が
一
般
に
反
乱
を
通
じ
て
唯
ず
る
こ
と
も
認

め
よ
う
、
「
だ
が
反
乱
の
場
合
で
も
、
そ
れ
が
被
抑
圧
の
苦
脳
の
感
慨
か
ら
牝
じ
、
犠
牲
が
航
命
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
ぺ
き
な
の
か
、
そ

れ
と
も
椛
利
そ
の
も
の
に
対
す
る
関
心
か
ら
生
じ
、
人
椛
そ
の
も
の
を
ば
徹
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
で
は
大
き
な
述
い
が
あ
る
。
後
打
の

（
澱
）

反
乱
こ
そ
神
聖
で
あ
り
、
人
顛
の
勝
利
な
の
だ
⑪
」

第
二
に
そ
れ
は
、
Ｒ
ｕ
啓
蒙
に
雄
く
行
動
の
川
体
、
政
胎
結
社
の
組
織
化
を
先
行
さ
せ
て
は
い
な
い
。
一
七
九
二
年
以
来
私
は
宣
伝
・

（
抑
）

稗
蒙
の
組
織
、
ジ
ャ
コ
パ
ン
・
ク
ラ
式
、
そ
し
て
大
商
人
を
〈
問
む
サ
ー
ク
ル
の
結
成
に
一
償
し
て
努
力
し
て
き
た
。
又
以
来
汁
剛
し
て
い

た
雑
誌
『
文
芸
諜
飾
』
の
企
て
は
、
同
年
『
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
芸
術
家
・
芸
術
愛
好
家
協
会
』
の
結
成
（
蒋
妬
な
美
術
商
フ
ラ
ウ
エ
ン
ホ

（
別
）

ル
ッ
お
よ
び
レ
ス
ラ
ー
と
共
阿
）
を
経
て
、
一
七
九
五
年
か
ら
三
年
三
冊
発
行
さ
れ
た
『
芸
術
誌
』
と
し
て
具
体
化
し
た
。
ジ
ャ
コ
パ

殖
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一

七

九



革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
八
○

ン
・
ク
｜
麺
は
勿
論
秘
》
憶
蝕
に
組
織
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
自
分
も
そ
の
一
員
か
つ
中
心
で
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
裕
使
で

当
地
で
半
年
近
く
）
飾
助
し
た
プ
ロ
ー
プ
ス
ト
、
ラ
イ
ベ
ル
の
役
割
も
大
き
か
っ
た
。
ご
く
少
人
数
で
は
あ
っ
た
が
会
合
を
も
ち
、
一
七
九

四
年
夏
に
は
市
民
、
膿
民
、
手
工
業
者
に
宛
て
た
『
大
衆
的
蜂
起
の
縦
裡
』
も
作
成
し
配
布
し
た
。
さ
ら
に
商
人
層
を
主
体
と
し
た
サ
ー

（
郷
）

ク
ル
も
九
六
年
六
月
下
旬
ま
で
に
は
体
を
な
し
、
か
な
り
獄
溌
孵
な
人
物
ま
で
含
ん
で
い
た
。
エ
ァ
ハ
ル
ト
は
こ
の
商
人
サ
ー
ク
ル
の
組
織
、

化
を
麺
祝
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
そ
し
て
こ
れ
が
第
一
一
一
の
批
判
点
を
と
も
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
①
パ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ァ
に
対
す
る
全

、
、

市
民
（
大
商
人
も
民
衆
も
包
含
す
る
！
）
の
共
同
戦
線
が
艦
本
職
略
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
》
」
と
、
さ
も
な
く
ぱ
敗
北
は
必
至
で
あ
ろ
う

と
い
う
認
馳
、
②
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
叩
狐
の
革
命
は
不
可
能
で
あ
り
、
少
く
と
も
フ
ラ
ン
ヶ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
と
そ
の
川
辺
（
バ
イ
エ
ル
ン
、

シ
ュ
ヴ
γ
ｌ
ベ
ン
、
オ
ー
バ
ー
・
プ
フ
ァ
ル
ッ
の
一
部
）
に
ま
た
が
る
洲
わ
ぱ
南
ド
イ
ツ
革
命
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
把
握
、
に

（
躯
）

雑
い
て
い
た
。

だ
が
プ
ロ
イ
セ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
両
耶
に
挟
繋
さ
れ
、
か
つ
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
民
衆
述
励
に
批
判
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
エ
ア
ハ
ル
ト

に
、
一
体
ど
の
よ
う
な
禰
路
が
あ
る
の
か
？

（
１
）
国
風
の
【
凹
口
の
、
冨
二
の
【
く
。
ｇ
⑭
ｍ
・
心
・
］
『
や
い
ｍ
・
芦
①
一
・

（
２
）
厚
冒
ａ
（
§
・
ロ
］
３
）
・
『
の
『
、
宮
９
目
川
シ
ロ
博
厩
２
回
、
毎
ヶ
周
筥
の
口
⑫
ｎ
ヶ
の
日
の
Ｃ
胃
⑪
一
目
勺
冨
］
。
⑩
。
ご
嵐
⑪
９
の
の
］
○
日
ロ
巴
日
岡
ｇ
ｏ
日
一
息
〆
用
の
一
『
，

風
○
口
目
□
富
⑩
ロ
⑰
９
の
日
ご
Ｃ
戸
田
・
い
囚
’
】
．
Ｑ
巴
の
ロ
ヨ
忠
．
ｍ
・
属

（
３
）
ｍ
１
ｑ
：
。
日
日
ゴ
の
円
く
・
日
巨
・
Ｐ
】
『
巴
》
旨
く
○
口
ｍ
ｐ
ｍ
Ｐ
Ｄ
の
ご
丙
息
ａ
碕
歸
の
】
庁
の
Ｐ
い
い
『
『
Ｉ
唾
周
・
冨
曾
の
．
⑭
司
縣
・
拐
属
プ
ラ
ト
ン
批
判
の

形
を
階
り
て
、
カ
ン
ト
の
不
徹
底
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
カ
ン
ト
左
派
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
不
充
分
だ
が
、
前
柵
拙
稿
『
試

論
』
、
六
五
’
六
七
頁
、
注
側
を
参
照
。

（
４
）
同
『
け
貝
旦
（
〕
す
閂
回
画
⑩
”
の
ｎ
頁
・
卯
障
『
け
Ｐ
『
・
両
Ｄ
Ｈ
ｐ
Ｒ
ｇ
３
の
の
一
ヶ
Ｐ
ぐ
の
日
向
◎
ず
・
い
〕
←
ｎ
画
ユ
の
玲
砂
回
ｚ
席
昌
回
日
日
円
く
○
日
←
。
⑰
。
ご
程
・
の
。
ｇ
②
１
９
』
。

、
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な
お
『
民
衆
の
芯
命
権
に
つ
い
て
』
は
一
七
九
四
年
五
月
一
○
Ⅱ
’
九
月
一
二
Ⅱ
執
縦
さ
れ
、
翌
年
二
Ⅱ
ラ
イ
プ
ッ
ィ
ヒ
と
イ
ェ
ナ
で
川
版
さ

れ
た
が
、
五
Ⅱ
発
禁
処
分
を
受
け
る
。
く
巴
・
ｍ
１
の
【
目
昌
の
［
厨
３
日
の
『
く
・
日
屈
・
口
】
ご
ｍ
・
い
ち
魚
国
臥
の
【
：
。
○
い
◎
ず
目
く
・
日
の
．
引
・
〕
己
切
．

ｍ
・
ｇ
Ｐ
Ｎ
ｐ
３
ぐ
ｑ
ワ
ｏ
ｐ
ｐ
尿
日
い
ゆ
◎
ず
の
①
口
ご
囚
囲
い
厳
こ
す
の
『
口
厨
宛
の
Ｏ
面
妖
い
＄
⑭
ｌ
ｍ
Ｂ
。

（
５
）
厚
厨
ａ
．
ｑ
す
の
『
８
⑩
幻
の
９
か
ｍ
・
田
【
・
・
い
『
・
撒
綱
旅
打
。

（
６
）
両
ｇ
，
な
お
人
権
は
「
向
然
状
態
の
権
利
」
と
も
表
現
さ
れ
る
が
、
般
解
を
州
く
の
で
採
川
し
な
い
。
ぐ
笹
・
ロ
ゴ
“
ａ
（
目
・
望
日
）
・
昂
ｗ
臼
〔
日
賦

Ｎ
日
切
の
１
９
回
函
Ｐ
口
賄
。
円
□
『
〔
ず
の
筐
⑪
＠
の
⑫
勺
巨
巨
房
日
ロ
切
酵
ワ
閂
臼
の
ヰ
ロ
ロ
＆
の
】
⑫
○
月
宛
の
ご
○
一
日
一
○
コ
く
○
口
］
・
Ｐ
国
９
【
の
．
》
２
勺
亘
］
。
⑪
○
℃
ぼ
ゆ
、
ゴ
の
⑪

〕
・
日
。
巴
臼
口
曾
。
⑪
⑰
島
い
、
目
洋
弓
の
ロ
［
い
：
の
Ｈ
ｏ
の
］
の
汗
［
⑦
Ｐ
、
伜
噛
・
餌
・
］
・
塑
目
、
⑪
ロ
の
一
百
弓
＠
ｍ
・
切
・
己
・
目
◎
す
麺
８
２
．
百
冒
國
：
脚
四
い
ゆ
・
Ｐ

○
・
・
⑰
。
』
い
い
Ｉ
傍
の
←
ご
嵐
の
Ｈ
、
。
』
①
○
・

（
７
）
同
Ｎ
ｐ
印
ａ
・
ぐ
の
『
⑪
Ｐ
Ｃ
ゴ
マ
の
。
、
Ｉ
屋
。
ご
す
の
『
Ｑ
口
⑫
幻
の
ｎ
ヶ
［
百
ｍ
］
四
・
句
の
『
ｐ
ｑ
Ｑ
ｑ
⑫
。
（
回
。
。
□
瑁
日
）
・
シ
ロ
○
一
○
四
の
□
の
就
弓
の
貝
の
］
⑪
ご
一
員
で
嵐
一
○
⑪
○
℃
嵐
⑪
、
汀
の
の

〕
○
口
門
口
巴
。
、
○
・
提
・
函
。
⑭
ご
弓
①
、
。
⑫
』
』
の
け

（
８
）
向
同
可
回
刊
□
ご
ｄ
ワ
の
『
。
■
い
宛
の
◎
汀
【
。
⑪
。
⑭
『
。
⑭
Ｐ
く
の
３
口
、
亘
⑪
。
■
、
。

（
９
）
厚
冨
ａ
》
ぐ
ｑ
ｇ
Ｃ
琴
・
い
・
画
Ｐ
ｇ
ｌ
圏
．
□
す
の
『
目
の
閃
の
○
頁
ｍ
・
巴
－
い
←
伽
に
つ
い
て
は
次
に
注
意
。
こ
れ
が
「
犯
罪
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、

パ
リ
の
革
命
の
よ
う
に
、
武
器
を
手
に
し
て
自
分
の
思
想
を
表
現
す
る
よ
り
他
の
手
立
は
な
い
。
…
…
ロ
シ
ア
諸
民
族
の
大
部
分
、
ポ
ー
ラ
ン
ド

と
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
阯
衆
の
よ
う
な
思
惟
す
る
氏
族
の
場
合
、
思
想
の
向
山
抑
圧
の
結
果
は
、
熟
考
す
る
ク
ラ
ブ
か
ら
行
動
す
る
陰
謀
へ
の
転
化
し

か
な
い
。
」
く
い
一
．
ご
ｑ
２
，
戸
の
・
巴
．
ま
た
何
に
つ
い
て
は
、
「
根
拠
あ
る
謙
畦
が
あ
れ
ば
個
家
は
側
吋
で
き
る
」
と
い
う
例
外
規
定
が
、
㈹
に
つ

い
て
も
本
前
検
閲
は
論
外
だ
が
、
川
版
後
検
閲
を
認
め
る
灸
り
が
あ
る
が
、
エ
ア
ハ
ル
ト
特
打
の
イ
皿
ニ
ー
（
肌
封
し
な
い
前
に
な
ぜ
打
蒋
と
わ

か
る
の
か
？
検
閲
が
あ
れ
ば
こ
そ
『
革
命
権
』
の
よ
う
な
、
将
通
な
ら
肚
間
の
Ⅱ
を
窓
か
な
い
木
も
人
々
の
川
に
の
ぼ
る
よ
う
に
な
る
で
は
な

い
か
？
）
で
あ
る
。
く
賄
一
・
ロ
ワ
ｑ
８
⑪
丙
の
９
［
・
の
。
Ｂ
・
ぐ
の
『
ｇ
ｏ
戸
の
・
圏
・

（
Ⅲ
）
（
〕
す
の
『
。
■
⑭
”
の
、
宵
．
い
い
ｕ
・
ぐ
頭
房
く
の
厨
便
、
ゲ
マ
の
。
⑭
傘
－
日
。

■
●
 

囚
〉
（
』
●
、
．
〈
哩
漂
ぐ
厚
ロ
ー
）
｜
の
『
§
⑪
宛
の
ｎ
日
い
い
ｍ
・

ロ
ワ
Ｐ
⑩
．
（
〕
（
－
１
四
ｍ
・
女
性
の
人
権
に
つ
い
て
の
エ
ア
ハ
ル
ト
の
確
偏
は
き
わ
め
て
深
く
、
こ
の
点
で
ハ
ー
シ
ス
の
判
断
に
は
騒
側
が
あ
る
。
四
目
‐

ぐ
の
『
⑪
Ｐ
ｎ
戸
い
い
■
け

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一一

八
一



（
犯
）
ロ
ワ
の
『
Ｑ
の
⑰
宛
の
Ｃ
頁
い
ち
・
造
、
．
ｕ
○
・

（
”
）
ロ
ケ
ｐ
の
．
ｇ
・
色
・
患
・
伽
調
簸
者
。

（
迦
）
同
『
ｇ
ａ
・
句
碑
甘
口
頤
．
⑫
．
い
い
の
・
四
ｍ
脾
ご
席
「
８
恥
丙
の
、
ゴ
戸
の
．
②
Ｐ
因
み
に
人
権
を
認
識
で
き
る
道
徳
的
成
年
の
股
低
年
齢
は
一
六
歳
で
、
政
治

的
諾
椛
利
を
行
使
で
き
る
市
脆
的
成
年
は
出
二
三
歳
、
女
一
一
一
歳
と
さ
れ
る
。
こ
ぬ
Ｆ
同
区
・
〃
⑪
綴
・
務
・

（
班
）
何
ヶ
Ｐ
い
『
Ｐ
ｇ
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
は
氏
衆
を
神
迎
視
し
、
そ
の
絶
対
的
権
力
を
桟
美
す
る
か
ぎ
り
、
エ
ァ
ハ
ル
ト
の
道
徳
原
理
と
洞
和
し
な
い

と
批
判
さ
れ
る
。
ご
巴
同
区
●
い
、
Ｐ
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
批
判
（
恐
ら
く
当
局
の
追
及
を
逃
れ
る
方
簸
で
あ
ろ
う
）
は
、
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
エ

ァ
ハ
ル
ト
と
い
う
規
定
と
少
し
も
矛
応
し
な
い
。
因
み
に
氏
衆
を
職
斑
す
る
砒
族
制
論
者
、
民
衆
の
権
利
を
一
応
は
認
め
つ
つ
獅
背
の
憐
業
活
励

の
自
由
を
薄
砿
す
る
穏
健
派
、
上
流
階
級
へ
の
復
響
に
民
衆
を
駆
り
た
て
る
民
主
主
義
打
も
批
判
さ
れ
る
が
、
そ
の
基
池
も
同
じ
「
道
徳
原
理
の

欠
落
」
で
あ
る
．
ぐ
、
一
・
向
９
．
⑭
ｍ
Ｐ
ｇ
．

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
八
二

⑫
勝
・
Ｚ
：
す
ぐ
○
門
［
２
日
”
の
く
・
旨
回
。
：
ケ
ロ
９
．
の
・
ぬ
ｇ
・
本
節
注
（
別
）
を
Ｊ
ｂ
参
照
。

（
Ｍ
）
こ
す
ｑ
８
⑭
塚
９
〔
。
い
い
Ｆ
な
お
旧
家
の
厳
密
な
規
定
に
つ
い
て
は
本
文
で
一
商
及
す
る
。

（
応
）
ｍ
Ｈ
ｇ
ａ
・
丙
①
㈹
の
ロ
⑪
一
・
口
：
ゅ
、
の
片
目
、
⑪
『
・
ロ
国
、
旨
⑪
い
の
『
Ｉ
『
⑭
．
こ
す
の
句
８
⑰
丙
の
◎
頁
い
の
『
－
『
Ｐ
仇
し
く
日
の
戸
、
プ
．
⑪
．
⑭
の
－
い
『
・
の
所
打
権
論
は

ま
だ
こ
れ
ほ
ど
明
断
で
は
な
い
。
な
お
プ
ィ
ヒ
テ
の
所
有
権
論
に
つ
い
て
は
次
の
拙
稿
参
照
．
「
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
旧
家
－
、
Ⅱ
」
、

『
社
会
労
働
研
究
』
、
第
二
五
巻
、
一
・
二
号
、
第
二
七
巻
、
一
一
一
・
四
号
。

（
応
）
ロ
ケ
の
Ｈ
ｇ
腸
冗
⑩
。
賃
つ
い
巴
》
圏
。
い
い
つ
い
『
け
。
⑦
の
。

（
Ⅳ
）
陣
冨
巳
・
勺
＆
甘
口
、
：
『
ど
］
囚
ロ
ロ
の
ｑ
⑪
ｎ
冨
貸
一
目
ｏ
Ｒ
ｐ
２
⑰
曰
の
ロ
［
い
：
の
言
の
『
云
日
．
⑭
巳
、
丙
艮
Ｃ
ｇ
・
弓
忠
・
脚
囹
、
－
困
の
。

（
旧
）
同
▽
Ｐ
ｍ
・
鶴
四
・
い
台
１
段
Ｐ

（
川
）
何
吋
す
い
ａ
。
ご
丘
閂
日
⑰
シ
」
」
仏
ロ
ロ
の
ｑ
い
◎
汀
伽
浄
（
（
〕
す
日
切
の
口
ロ
ゴ
洞
ぐ
○
コ
の
甘
円
丙
の
。
①
＠
の
ゆ
向
い
口
の
■
ロ
⑰
Ｑ
の
一
⑪
口
○
砥
口
の
陣
ロ
の
『
日
の
酢
の
罫
『
一
罠
堀
⑱

尿
ロ
Ｒ
ロ
〔
い
、
汀
巳
芹
）
・
目
的
Ｏ
⑰
『
口
の
Ｐ
の
円
①
ｇ
い
●
ず
の
言
の
『
丙
Ｐ
Ｈ
・
阿
房
牌
・
ｍ
ｒ
⑭
Ｆ
心
・
弓
や
傑
出
再
Ｒ
ｍ
炉
山
・
牌
ｇ
一
・
い
け
心
。
ｍ
・
山
『
←
ｎ
．
四
①
罠
け
。
⑫
ｍ
ｍ
ｍ

（
加
）
両
【
ｇ
ａ
・
印
貝
目
頭
ｍ
・
餓
李
．
②
⑫
魚
．
⑭
Ｂ
Ｉ
い
の
司
・
な
お
選
挙
権
に
つ
い
て
は
後
述
本
文
参
照
。

（
皿
）
服
従
契
約
を
含
む
所
訓
契
約
狐
論
に
対
す
る
批
判
は
さ
ら
に
次
を
Ｊ
Ｕ
参
卿
。
胴
『
厨
ａ
・
幻
日
の
ロ
圏
。
Ｐ
仰
い
い
Ｉ
別
・
ロ
の
枡
０
℃
パ
氏
§
ｍ
・
仰
隠
］
Ｉ

⑭
心
切
。



命
）
前
節
注
（
別
）
５
参
照
。

（
弧
）
中
心
人
物
は
エ
ア
ハ
ル
．

（
〃
）
同
ワ
Ｐ
の
．
＄
－
＄
・
独
洲
飛
者
。

（
羽
）
向
『
ず
②
ａ
ご
声
晒
の
貝
の
『
国
の
ユ
○
一
耳
・
Ｚ
『
・
』
》
、
．
届
コ
ー
』
ｇ
・

（
羽
）
ご
月
『
８
②
宛
の
９
［
．
い
い
認
．
Ｊ
一
・
さ
ら
に
前
節
注
（
泌
）
参
照
。

（
弧
）
但
し
一
七
九
三
年
一
二
月
Ｉ
翌
年
一
一
一
月
の
三
、
四
カ
月
を
除
い
て
。
こ
の
時
期
役
は
家
庭
生
活
の
疲
れ
、
自
分
を
評
価
し
な
い
祖
国
へ
の
苛
立

ち
と
絶
望
（
と
く
に
イ
ェ
ナ
、
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
の
教
授
髄
に
つ
け
な
い
こ
と
）
が
菰
な
り
、
ア
メ
リ
カ
移
住
を
希
望
す
る
よ
う
に
な
る
。
直

接
の
切
掛
は
自
称
ア
メ
リ
カ
陸
砿
大
佐
ウ
イ
リ
ァ
ム
・
パ
ー
ス
の
肛
医
勧
誘
で
あ
る
が
、
結
局
三
川
欧
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
く
頒
一
・

同
日
三
日
［
の
】
ロ
の
⑪
ロ
ユ
⑰
膝
、
ロ
三
二
四
⑩
冨
口
閂
○
．
く
Ｏ
Ｂ
可
の
す
。
】
『
農
。
、
・
四
コ
⑪
ｌ
い
忠
・
函
『
一
風
ロ
ロ
宍
脚
貝
ぐ
○
日
』
ｍ
・
や
。
』
『
⑪
、
。
旨
い
尻
凹
日
切
、
の
⑪
臼
日
ロ
】
の
一
（
の

い
、
ゴ
ユ
浄
○
コ
ロ
ロ
ロ
・
牌
房
函
の
『
一
目
ロ
ロ
○
Ｆ
の
一
℃
凰
蜆
』
⑩
⑬
Ｐ
の
・
巴
－
ｍ
⑭
。

（
弧
）
く
い
一
．
国
風
の
｛
回
ロ
宛
の
ご
ず
○
一
○
く
Ｃ
Ｂ
ｇ
・
司
・
弓
垣
い
め
。
⑫
瞳
・
両
目
⑩
［
三
巳
一
円
。
、
１
日
の
：
⑪
勺
三
一
○
⑭
。
つ
ち
の
口
巨
ロ
。
シ
日
（
①
の
〕
．
、
，
何
『
ゴ
Ｐ
ａ
回
口

（
印
。
⑪
○
ヶ
の
ロ
ロ
コ
ロ
］
・
Ｚ
の
巨
【
ロ
ロ
コ
ロ
。
⑫
・
の
①
い
》
シ
コ
コ
Ｆ
⑭
．
］
○
日
ロ
ロ
一
○
の
『
ロ
一
○
の
口
○
の
回
宍
埣
口
の
富
・
ロ
。
．
』
・
四
・
・
（
』
己
、
）
・
函
・
砲
（
』
『
器
）
・
エ
。
⑬
（
弓
③
『
）
・

蟹
【
弓
の
『
ぬ
目
口
旧
の
一
目
甲
本
誌
は
縦
者
入
手
で
き
ず
。

（
犯
）
ク
ラ
ブ
の
存
在
を
確
証
す
る
史
料
（
と
く
に
規
約
、
メ
ン
バ
ー
・
リ
ス
ト
、
議
事
録
鋤
）
は
花
見
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
①
一
七
九
四
年
春

リ
ー
デ
ル
に
対
し
て
「
私
〔
エ
ア
ハ
ル
ト
〕
は
純
粋
な
ジ
ャ
コ
バ
ン
主
維
の
偏
木
者
で
：
。
…
ジ
ャ
コ
パ
ン
志
向
の
全
サ
ー
ク
ル
を
糾
合
す
る
た
め

に
、
ウ
ィ
ー
ン
を
含
む
全
ド
イ
ツ
を
旅
行
し
て
い
る
。
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
全
く
の
虚
言
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
②
後
述
十
る
ジ
ャ
ン
・
ト

ピ
ァ
ス
・
キ
ー
ス
リ
ン
グ
は
「
燃
え
た
ぎ
る
故
命
家
」
で
、
こ
れ
ま
た
後
述
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
エ
ア
ハ
ル
ト
と
共
同
作
成
し
て
お
り
、
メ
ン

バ
ー
と
推
定
さ
れ
る
。
く
頒
一
・
く
め
『
ｇ
『
ご
Ｂ
［
○
六
○
］
一
旦
の
『
三
行
口
閂
］
具
○
亘
月
『
｜
厘
且
の
一
目
】
⑭
．
Ｓ
・
】
己
一
・
の
。
］
や
黒
、
目
の
①
］
．
⑫
且
烏
巨
Ｂ
Ｏ
ゴ
の

］
四
床
。
豆
：
『
．
⑭
』
臼
．
シ
ｐ
ｐ
ｍ
○
・
二
人
の
癖
仙
の
獅
川
と
略
歴
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
⑫
９
の
⑩
一
・
Ｆ
、
’
○
・
・
ｍ
・
扇
』
鰍
》
頭
目
②
一
⑫
・
・
ず
閂
：
い

丙
の
○
頁
ご
め
・
鴎
』
戸
．
シ
ロ
ョ
・
量
》
の
。
厨
Ｐ
シ
ロ
日
。
②
。

グー、グー、グー、グー、グー、

３０２９２８２７２６ 
、-〆、-プ、－グ、－〆、－〆

中
心
人
物
は
エ
ァ
ハ
ル
ト
、
プ
ロ
ー
プ
ス
ト
の
他
に
、
金
磁
業
者
の
キ
ー
ス
リ
ン
グ
兄
弟
ヨ
ス
ト
ゥ
ス
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
前
述
ジ
ャ
ン
）

で
あ
り
、
他
に
ヨ
ハ
ン
・
モ
ー
ア
ハ
ル
ト
、
カ
ー
ル
・
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
キ
ー
ス
リ
ン
グ
、
ヨ
ハ
ン
・
ヤ
ー
コ
プ
・
ラ
イ
ヒ
ェ
ル
、
ヤ
ー
コ

同
▽
ｇ
の
・
し
』
。

球
命
的
遊
徳
性
の
弁
証
法

八
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妹てる、商Ｔｌ了るンしべし
起り）かＩＬ１人’'１１、ペ調ルま
で我一分、に参ルペクつ
ば々七た親近１１ドクオＬ帝た
なの九ち力づ会寡ぱ国。
〈，-，二のないは頭す傾巾
、ｉ１７年勢どて優支ぐ地民
実民二力ｙ［い染rii1分ｌｘの
際此）ｌを七る不休かに’''１
的同以（''１人･断ルリろ対に
な休来ばが県で打こすＩ土
抵との１－磐速右破とる反
抗し１１Ｆこ紹論性のだププ
をて態と‐ｊ－ＩＷｉ左絶。ラロ
しのにだる書往好ドンイ
よ￣対け.のし機イデセ
う笈しを二形てとツンン
で播て希一をい！'リ帝ブの
はか何ん日（(ｻﾞるｌＩｉ国ル空
ならので余り、し諸ク気
い我手きＴＩ『て商た侯恢が

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
八
四

プ
・
ヘ
ル
ツ
オ
ー
ゲ
ン
ラ
ー
ト
が
判
明
し
て
い
る
。
ぐ
ぬ
一
・
⑭
○
す
：
｝
ん
．
Ｐ
Ｐ
い
】
臼
・

（
お
）
君
主
迎
合
に
対
す
る
「
全
ド
イ
ツ
国
民
、
全
市
民
、
ド
イ
ツ
の
全
氏
族
」
の
「
大
衆
的
蜂
起
」
、
南
独
解
放
に
つ
い
て
は
各
々
次
を
参
照
。

三
冨
○
の
円
汀
。
］
［
貝
シ
ロ
ヰ
具
マ
ー
ヨ
ロ
ワ
の
『
ｑ
厨
宛
の
◎
ず
〆
い
ち
い
－
二
一
・
ｓ
『
・
し
ぬ
の
貝
の
『
、
の
ユ
ｎ
コ
〆
塑
Ｈ
・
←
。
、
．
』
ｍ
の
【

三
一
七
九
六
年
の
方
向
転
換



か
。
」
仰
も
自
然
椎
の
教
え
か
ら
す
れ
ば
、
市
民
全
体
が
国
家
意
思
を
構
成
し
、
こ
ん
な
菰
大
事
に
つ
い
て
密
議
、
決
定
し
、
統
治
者
を

任
命
す
る
と
い
う
の
が
当
り
前
な
の
だ
。
だ
か
ら
我
々
は
、
「
即
刻
全
市
民
を
召
集
し
、
代
表
を
選
び
、
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
と
接
渉
に
入

る
」
こ
と
を
提
案
十
る
。
兵
体
的
に
は
行
政
区
八
区
で
名
実
と
も
に
全
市
民
参
加
の
選
挙
災
会
を
附
き
、
各
六
人
計
四
八
人
の
代
表
を
直

接
秘
裕
投
票
に
よ
っ
て
選
ぶ
。
こ
の
代
表
か
ら
な
る
識
会
が
「
国
家
全
体
の
意
思
を
唯
一
統
合
す
る
無
制
限
の
全
椛
を
も
つ
。
｜
無
論
こ

れ
ま
で
の
参
事
会
、
名
士
会
の
よ
う
に
主
椛
者
と
し
て
で
は
な
く
、
市
民
全
体
の
代
理
人
と
し
て
だ
。
そ
し
て
緊
急
措
置
と
し
て
さ
ら
に
、

徴
兵
か
ら
の
自
由
、
宿
営
義
務
か
ら
の
解
放
、
ビ
ー
ル
・
パ
ン
・
肉
の
消
費
税
撤
廃
、
減
税
実
施
、
債
務
支
払
協
定
実
現
、
を
と
る
こ
と

参
珈
会
の
聴
併
と
恐
怖
は
外
か
ら
は
窺
い
知
れ
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
に
迷
い
な
い
。
キ
ー
ス
リ
ン
グ
兄
弟
や
木
柵
商
人
ゲ
オ
ル

（
１
）
 

ク
。
、
ハ
ウ
ル
・
フ
ォ
ル
ス
タ
ー
、
そ
の
友
人
ゲ
オ
ル
ク
・
ク
リ
ス
ト
ー
フ
・
ケ
ー
ラ
ー
な
ど
町
の
名
望
家
で
「
影
響
力
の
あ
る
人
物
一
が

揃
い
も
揃
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
急
進
的
な
要
求
を
提
起
し
た
の
だ
か
ら
。
酬
実
上
旧
来
の
参
事
会
・
名
士
会
体
制
を
廃
止
し
て
、
市
民
に
よ

る
代
表
識
会
制
度
を
導
入
十
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
ビ
ラ
や
ポ
ス
タ
ー
、
『
ヤ
ー
コ
プ
・
回
Ｉ
ト
ハ
ー
プ
』
や
『
織
美
歌
』
で
す
で
に

市
民
に
は
川
知
の
も
の
で
、
だ
か
ら
彼
ら
の
支
持
を
得
る
恐
れ
が
多
分
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
参
耶
会
は
「
八
○
人
の
民
衆
を
動
員
し

（
５
）
 

て
、
こ
れ
ら
商
人
府
と
民
衆
の
離
反
を
画
そ
う
と
す
る
。
」
さ
ら
に
こ
の
恐
怖
は
、
親
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
パ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ァ
を
除
く
「
フ

ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
、
と
り
わ
け
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
〔
フ
ラ
ン
ス
〕
共
和
国
に
対
す
る
処
齪
」
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
八
月
四
日
パ
ン

ベ
ル
ク
を
占
領
す
る
に
韮
つ
た
う
ラ
ン
ス
ボ
の
接
近
に
よ
っ
て
決
定
的
に
畑
禰
さ
れ
て
い
た
。

だ
が
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
を
民
衆
と
市
民
に
よ
る
自
治
都
市
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
結
局
失
敗
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

第
一
に
こ
の
プ
ラ
ン
を
ジ
ュ
ル
ダ
ン
は
拒
否
し
た
。
一
七
九
二
年
冬
の
国
民
議
会
の
決
定
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
は
「
自
ら
の
自
由
を
闘
い

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
八
五

（
３
）
 

が
必
要
だ
ろ
う
。



球
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
八
六

（
７
）
 

取
ろ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
民
族
を
支
援
す
る
」
、
は
九
四
’
九
五
年
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
か
ら
総
裁
政
府
に
か
け
て
根
本
的
に
転
換
し
て
い

た
。
民
衆
迎
動
と
連
秘
し
た
封
建
的
政
治
・
社
会
体
制
の
解
体
は
、
「
自
然
国
境
の
遵
守
」
つ
ま
り
ラ
イ
ン
左
岸
併
合
（
一
七
九
七
年
）

と
「
ラ
イ
ン
同
盟
」
樹
立
つ
ま
り
恢
邦
体
制
存
続
・
親
フ
ラ
ン
ス
紺
候
迎
合
結
成
へ
と
転
回
・
発
展
し
は
じ
め
て
い
た
。
オ
ー
バ
ー
・
ラ

（
８
）
 

イ
ン
皿
の
モ
ｕ
ｌ
も
リ
ス
ト
や
リ
ン
ク
、
イ
ェ
ー
ガ
ー
シ
ュ
ミ
ッ
ト
輔
に
よ
る
パ
ー
デ
ン
拡
側
命
に
対
し
て
「
仏
軍
の
背
後
で
は
い
か
な
る

革
命
と
て
容
赦
し
な
い
。
」
と
桝
迫
す
る
一
方
、
ラ
イ
ン
右
岸
聖
職
者
航
の
没
収
に
よ
る
賠
倣
を
伽
に
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
〃
、
パ
ー
デ

ン
、
シ
ュ
ヴ
γ
Ｉ
ベ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
の
諸
侯
と
七
’
八
月
次
々
に
休
戦
協
定
を
結
ぶ
。
フ
ラ
ン
ヶ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
議
会
の
代
表
団
、
そ
の

（
９
）
 

有
力
な
指
導
者
フ
ォ
ン
・
ツ
ヴ
ァ
ン
ッ
ィ
ガ
Ｉ
（
カ
ス
テ
ル
伯
領
）
、
フ
ォ
ン
・
オ
ー
パ
ー
ヵ
ン
プ
（
パ
ン
ベ
ル
ク
）
、
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ス

ド
ル
フ
（
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
）
は
八
月
七
Ⅱ
、
ヴ
ュ
ル
ッ
プ
ル
ク
の
ジ
ュ
ル
ダ
ン
と
休
戦
協
定
を
結
ん
だ
。
双
方
の
関
心
事
は
、
「
最
も

恐
る
べ
き
は
す
で
に
燗
大
し
つ
つ
あ
る
無
政
府
状
態
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
か
ら
、
「
身
分
を
問
わ
ず
…
…
フ
ラ
ン
ヶ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
全

（
皿
）

住
民
の
安
寧
を
保
証
す
る
」
と
い
う
現
状
維
持
で
あ
っ
た
。
勿
論
パ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ァ
支
配
体
制
に
も
柳
か
の
変
化
も
予
定
さ
れ
て
は
い
な

九
日
フ
ラ
ン
ス
耶
先
泄
隊
が
市
川
を
く
ぐ
る
。
迎
え
る
市
民
の
表
价
は
複
雑
だ
っ
た
。
市
長
は
じ
め
パ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ァ
、
佑
士
会
メ
ン

バ
ー
は
「
宏
端
と
恭
順
の
い
り
ま
じ
っ
た
態
度
で
」
、
し
か
し
市
民
と
民
衆
の
伽
き
に
は
大
き
な
不
安
を
残
し
な
が
ら
、
ジ
ュ
ル
グ
ン
と

会
見
す
る
。
「
ヴ
ィ
ヴ
γ
、
サ
ン
キ
ュ
脚
ヅ
ト
ー
・
」
を
叫
ぶ
者
も
い
れ
ば
、
協
定
の
中
味
を
も
う
予
感
し
て
い
る
の
か
、
「
ジ
ュ
ル
ダ
ン
は

（
、
）

キ
ュ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
で
は
な
い
。
」
と
眩
く
者
も
い
る
。
全
休
と
し
て
「
群
衆
は
期
待
と
不
安
が
相
半
ば
す
る
状
況
だ
っ
た
。
」

期
待
は
裏
切
ら
れ
、
不
安
は
的
中
す
る
。
市
の
負
担
一
五
○
○
万
グ
ル
デ
ン
は
、
累
献
赤
字
、
プ
ロ
イ
セ
ン
侵
攻
に
よ
る
損
失
（
領
士

の
約
四
○
％
、
二
五
○
○
○
人
の
住
民
、
商
取
引
、
と
く
に
ダ
ン
ッ
ィ
ヒ
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ン
・
デ
ァ
。
オ
ー
デ
ル
と
の
そ
れ
の

し、
０ 



そ
し
て
こ
の
感
情
は
八
月
末
以
降
一
段
と
深
く
根
を
お
ろ
す
。
と
い
う
の
も
一
一
一
一
日
か
ら
二
四
日
に
か
け
て
の
ア
ン
ベ
ル
ク
近
郊
の
職

闘
で
、
ジ
ュ
ル
ダ
ン
は
カ
ー
ル
大
公
耶
に
大
敗
北
を
喫
し
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
を
撤
退
し
、
今
度
は
プ
ロ
イ
セ
ン
節
が
入
城
す
る
こ
と
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
九
月
二
日
）
。
そ
し
て
仏
班
撤
退
と
同
時
に
、
。
ハ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ア
と
ク
ラ
イ
ス
議
会
代
表
は
一
幅
し
て
、
ハ
ル
デ

ン
ペ
ル
ク
の
御
し
に
凧
す
る
。
八
月
二
七
日
、
プ
画
イ
セ
ン
と
の
和
解
を
求
め
る
参
邪
会
の
提
案
は
圧
倒
的
多
一
数
で
承
認
さ
れ
（
憐
成
三

（
応
）

二
八
一
票
、
反
対
三
七
一
一
一
票
）
、
暫
定
保
繊
協
定
が
準
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
民
衆
の
心
の
中
か
ら
フ
ラ
ン
ス
紘
命
の
原
理
へ
の
共
感
、
反
戦
の
意
思
が
一
掃
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
つ

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
八
七

（
吃
）

阻
墾
卸
、
こ
れ
ら
に
よ
る
年
間
欠
損
金
二
万
グ
ル
デ
ン
）
を
は
る
か
に
上
回
る
負
担
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
現
実
の
フ
ラ
ン
ス
躯
兵
士
、
彼
ら

の
行
動
は
、
自
由
、
平
等
、
友
愛
の
体
現
者
を
期
待
し
て
い
た
市
民
を
落
胆
さ
せ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
「
錆
の
巾
‐
を
覗
い
て
ご
ら
ん
１
．

こ
ち
ら
へ
お
川
１
日
山
の
説
教
師
た
ち
を
見
て
ご
ら
ん
１
．
聖
な
る
参
珈
会
に
い
つ
で
も
川
入
り
す
る
よ
。
人
椛
の
友
を
見
て
ご
ら
ん
１
人

（
⑬
）
 

殺
し
と
略
稚
も
そ
の
た
め
だ
よ
。
｜
人
殺
し
は
誇
張
と
し
て
も
、
ビ
ー
ル
や
ブ
ラ
ン
デ
ー
の
飲
み
逃
げ
、
、
ハ
ン
や
肉
の
伽
嘩
、
巾
庁
舎
内

ご
シ
シ
ヱ
ク

で
の
乱
辨
や
臨
み
は
た
し
か
に
Ⅱ
帳
さ
れ
た
し
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
絡
ん
だ
り
す
る
者
山
ｂ
頗
嵯
を
買
っ
て
い
た
。
勿
論
プ
、
イ
セ
ン
や
オ
ー

（
Ｍ
）
 

ス
ト
リ
ア
ボ
兵
士
と
比
較
十
れ
ぱ
、
彼
ら
の
方
が
「
全
体
と
し
て
紀
律
と
秩
序
一
斗
ご
保
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
体
験
の
な
か
で
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
市
民
た
ち
は
第
二
に
、
パ
リ
、
ベ
ル
リ
ン
、
ウ
ィ
ー
ン
の
超
大
国
の
側
で
橘
れ
動
く

小
舟
の
悲
哀
を
実
感
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
要
す
る
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
人
は
、
も
は
や
救
い
が
な
く
、
述
命
に
身
を
委
ね
る

こ
と
を
兇
透
し
」
、
諦
念
に
囚
わ
れ
て
し
ま
う
。
「
民
衆
は
参
覗
会
を
少
し
も
帥
敬
し
て
い
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ァ
ハ
ル
ト
の
期

待
す
る
共
同
戦
線
へ
の
呼
び
か
け
も
、
代
表
搬
会
制
の
要
求
も
、
そ
し
て
具
体
的
な
灯
川
Ｉ
Ｄ
、
こ
の
諦
念
の
前
に
膝
を
肌
し
て
し
ま
っ
た

（
胴
）

の
だ
。



航
命
的
遊
徳
性
の
弁
加
法

一
八
八

た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ア
ン
ス
パ
ッ
ハ
の
ハ
ル
デ
ン
ペ
ル
ク
は
こ
う
報
上
回
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
当
面
私
の
観
察
は
主
要
都
市
ア

ン
ス
パ
ッ
ハ
、
パ
イ
ロ
イ
ト
、
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
に
限
定
せ
ざ
る
左
え
ま
せ
ん
。
も
っ
と
大
き
な
都
市
や
比
較
的
進
歩
的
な
諸
身
分
の
間
で

は
絶
え
ず
莱
命
へ
の
和
が
蒔
か
れ
て
お
り
、
根
を
張
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
私
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
と
く
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
支

配
的
な
腐
敗
雌
蕗
し
た
民
衆
の
緋
神
、
フ
ラ
ン
ス
の
革
命
体
制
に
帰
依
し
た
多
く
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
人
の
遮
勅
と
陰
諜
、
こ
れ
ら
を
正

硴
に
見
極
め
、
コ
ン
ト
、
－
ル
十
る
こ
と
で
す
。
も
し
フ
ラ
ン
ヶ
ン
で
何
ん
ら
か
の
砧
命
の
プ
ラ
ン
が
あ
る
と
す
れ
ば
…
…
た
し
か
に
ニ

ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
が
中
心
で
す
。
そ
こ
で
主
な
革
命
が
始
ま
り
、
そ
こ
か
ら
実
行
の
準
備
が
進
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
…
…
考
え
う
る
か
ぎ

り
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
っ
て
、
こ
の
帝
国
郁
市
が
プ
脳
イ
セ
ン
の
平
に
入
る
こ
と
を
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
れ
ば
フ

ラ
ン
ケ
ン
と
全
ド
イ
ツ
に
わ
た
玲
砧
命
の
計
画
を
冊
に
葬
り
去
為
こ
と
に
な
る
の
で
す
か
ら
“
」
戦
場
の
フ
ラ
ン
ヶ
ン
・
ク
ラ
ィ
ス
ポ
に

い
た
二
四
四
人
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
部
隊
か
ら
は
四
人
が
脱
走
し
、
エ
ァ
ラ
ン
ゲ
ン
の
学
生
た
ち
は
自
由
の
祭
と
称
し
て
、
向
山
の
女
神

（
Ⅳ
）
 

ま
で
笠
場
さ
せ
、
つ
い
に
は
鷲
〔
帝
国
紋
瀧
１
．
〕
を
足
蹴
に
す
る
。

胸
の
奥
深
く
と
も
る
灯
と
諦
め
の
境
地
、
暗
い
顔
は
エ
ア
ハ
ル
ト
そ
の
人
で
も
あ
っ
た
。
人
権
と
啓
蒙
に
つ
い
て
の
信
念
と
理
論
を
消

し
去
玲
こ
と
ば
、
三
○
年
に
な
ろ
う
と
す
る
自
分
の
生
涯
を
否
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
他
力
ベ
ル
リ
ン
ヘ
の
Ⅲ
服
と
従
帆
と
い
う

現
実
は
あ
ま
り
に
甑
い
。
フ
ラ
ン
ス
砿
も
お
ら
ず
、
何
よ
り
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
民
衆
が
沈
黙
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。

遅
く
と
も
一
七
九
六
年
九
月
一
○
Ⅱ
彼
は
決
心
十
る
、
共
和
制
実
現
の
た
め
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
と
微
極
的
に
合
併
す
る
以
外
に
途
は
な

い
、
と
。
理
由
は
二
つ
。
川
「
パ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ア
弊
頭
制
の
悪
幣
を
〔
代
表
識
会
制
と
い
っ
た
〕
改
革
に
よ
っ
て
是
正
す
る
の
は
も
は
や

不
可
能
な
の
だ
。
」
革
命
は
そ
れ
に
劣
ら
ず
難
事
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
フ
ー
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
が
こ
の
上
な
く
抑
圧
的
な
慨
族
制
の
下
で
岫

吟
し
、
真
理
と
正
雄
を
愛
す
る
縦
も
が
、
こ
の
市
の
体
制
を
嫌
っ
て
い
る
」
か
ぎ
り
、
パ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ア
と
聖
職
肴
の
専
制
を
廃
す
る
課
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革
命
的
道
徳
性
の
弁
柾
法

一
九
○

宛
の
笏
の
甸
口
の
己
口
。
⑫
巴
口
の
。
句
司
の
Ｐ
ｐ
Ｑ
－
口
雷
：
ば
す
関
塚
彦
『
ゴ
ロ
Ｒ
ぬ
い
、
の
洞
の
ロ
ー
欧
『
二
殖
の
Ｐ
、
塩
の
。
閂
日
］
巳
・
弓
垣
α
・
一
目
Ｃ
の
貝
⑩
○
三
四
コ
。
頤
ｇ
・
』
。
⑫
［
。
ｍ
・

国
の
ユ
｝
ロ
］
『
＠
コ
の
０
］
四
ｍ
－
〕
い
い
０

（
６
）
同
『
ゴ
ロ
ａ
・
少
、
の
日
日
『
ｗ
○
ユ
ｏ
烹
・
溜
吋
・
←
》
い
届
、
．

（
７
）
司
堕
日
耳
の
綴
一
○
口
□
の
一
画
ロ
ロ
ー
の
口
菖
◎
二
岸
の
Ｐ
『
・
〆
昌
ぐ
。
⑩
。
』
弓
。

（
８
）
パ
ー
デ
ン
革
命
お
よ
び
指
導
的
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
ご
ｍ
一
・
ｍ
◎
ず
の
①
一
ｍ
目
Ｑ
２
毎
ロ
ゴ
の
］
具
・
宮
口
ｇ
⑫
田
切
－
闇
Ｐ
ｏ
８
「
ぬ

句
臥
Ｂ
ａ
Ｃ
ゴ
ロ
⑭
扉
印
の
一
江
の
片
・
ロ
の
一
．
毒
汀
風
【
・
ロ
己
：
１
－
８
③
】
己
の
．
同
日
⑪
【
シ
ー
の
〆
回
目
の
【
］
畔
狗
の
『
⑰
、
ゴ
ョ
ー
ロ
［
・
幻
ニ
ロ
ロ
叩
ｎ
コ
『
の
】
す
の
。
．
】
『
９
．
国
の
】
：
㈱

】
⑩
［
い
す
、
の
□
、
Ｐ
Ｃ
【
［
一
目
⑩
ロ
ゴ
の
①
］
ご
司
旨
ぬ
い
。
ゴ
臥
沖
⑮
Ｐ
⑪
。
】
噛
司
Ｉ
』
⑪
⑭
。

（
９
）
両
１
ｍ
目
、
ゴ
レ
ロ
・
一
つ
ず
ぐ
・
ｐ
Ｈ
三
目
恩
、
２
℃
ゴ
農
ロ
ロ
可
日
日
］
。
⑰
８
ゴ
四
月
、
『
。
。
”
ゴ
○
月
・
フ
ラ
ン
ス
裕
使
勺
冨
ニ
ロ
ロ
幻
の
】
ワ
の
一
一
は
フ
ラ
ン
ヶ

ン
「
共
和
国
」
を
追
求
し
て
い
た
（
領
邦
澗
主
制
下
で
の
制
限
さ
れ
た
代
炎
雛
会
川
川
を
中
心
と
す
る
）
。
一
七
九
六
年
九
Ⅱ
エ
ァ
ハ
ル
ト
の
瀞

価
、
「
シ
ヴ
ァ
ン
ッ
ィ
ガ
ー
は
啓
蒙
さ
れ
た
人
冊
で
、
善
良
な
共
和
主
義
者
で
す
。
」
因
み
に
エ
ア
ハ
ル
ト
自
身
の
自
己
規
定
、
「
民
主
主
義

汁
…
…
。
比
和
主
溌
粉
だ
が
赦
命
家
で
は
な
い
。
」
ぐ
、
』
・
缶
疽
の
貝
の
「
、
の
１
。
頁
爵
・
』
．
ｍ
扇
隙
間
分
と
ツ
ヴ
ァ
ン
ッ
ィ
〃
－
を
同
列
に
共
和
主
維

背
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
エ
ァ
ハ
ル
ト
の
変
化
を
而
取
で
き
る
。
ツ
ヴ
ァ
ン
ッ
ィ
ガ
１
は
決
し
て
共
和
制
縮
廿
で
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

（
川
）
く
い
一
・
］
巨
一
旨
⑪
Ｑ
黙
ぐ
Ｓ
ｍ
○
口
の
ロ
・
ロ
の
句
３
口
目
⑩
の
□
ご
司
司
目
屏
２
－
ョ
」
ロ
ゴ
『
】
『
⑩
の
山
ａ
『
。
ｄ
の
日
。
⑪
ｍ
・
い
ぢ
・
し
た
が
っ
て
側
接
的
に
プ
⑪

イ
セ
ン
の
拡
張
政
鞭
が
非
雌
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
リ
ァ
ン
ス
パ
ッ
ハ
・
パ
イ
ロ
イ
ト
の
み
が
両
側
（
ク
ラ
イ
ス
全
休
で
八
○
○
万
リ
ー
ヴ

ル
、
編
二
○
○
○
頭
）
を
免
除
さ
れ
る
（
第
一
二
条
）
。
一
七
九
五
年
四
月
プ
ロ
イ
セ
ン
と
の
休
職
が
成
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
因
み
に
ニ

ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
賦
課
は
二
五
○
万
リ
ー
ヴ
ル
、
鰯
一
一
一
○
○
頭
、
長
靴
一
万
足
、
靴
五
万
足
等
計
一
五
○
○
万
グ
ル
デ
ン
で
あ
っ
た
。
く
ぬ
Ｆ

Ｐ
ｍ
の
日
日
因
の
『
】
の
宵
・
濁
吋
・
叩
く
○
日
再
浄
Ｃ
・
弓
垣
の
ご
仰
揖
段
・

（
Ⅲ
）
⑪
。
月
旦
四
・
ｍ
・
ｐ
．
ｍ
．
⑭
．

（
肥
）
少
洩
⑰
ロ
〔
Ｒ
口
の
ユ
、
賃
脅
ｚ
『
。
⑫
。
⑫
］
、
い
－
局
心
・

（
旧
）
（
ｇ
ｏ
ミ
ヨ
）
・
勺
○
一
嵐
叩
○
．
閂
の
Ｐ
・
蔦
厨
［
⑦
二
国
や
①
》
ｚ
辱
『
：
円
い
ご
Ｃ
Ｐ
⑫
．
Ｊ
・
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
蒋
者
は
同
じ
調
子
で
パ
ト
リ
ッ
ィ
ー
ア
や

プ
ロ
イ
セ
ン
も
郷
楡
す
る
。

（
皿
）
ざ
：
Ｐ
Ｐ
餌
．
。
・
・
い
］
〕
．
勿
論
ジ
ュ
ル
グ
ン
に
し
て
み
れ
ば
、
ポ
ナ
。
ハ
ル
ト
の
ウ
ィ
ー
ン
攻
略
戦
と
迦
鵬
し
た
、
「
作
戦
上
の
一
通
過
点
」
と
し



彼
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
を
捨
て
た
。
そ
し
て
川
じ
く
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
民
衆
に
も
別
れ
を
告
げ
る
。
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
仲
介
で
一
七

九
七
年
、
ア
ン
ス
パ
ソ
ハ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
官
吏
と
な
り
、
翌
々
年
末
ベ
ル
リ
ン
に
移
る
。
翌
一
八
○
○
年
初
め
開
業
し
、
一
八
二
七

（
１
）
 

年
一
一
川
ま
で
プ
、
イ
セ
ン
の
掎
附
川
の
市
民
と
し
て
生
き
、
そ
し
て
死
ん
だ
。

（
２
）
 

彼
の
信
念
、
専
制
に
対
す
る
佃
悪
、
迷
信
の
俳
繋
、
共
和
制
の
夢
は
た
し
か
に
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
と
し
て
の
エ
ア

ハ
ル
ト
は
も
う
い
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
現
実
が
彼
の
夢
想
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
か
ら
か
け
離
れ
す
ぎ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
人

て
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
プ
ｕ
イ
セ
ン
箙
と
常
に
対
時
す
る
と
い
う
特
殊
な
条
件
下
に
あ
っ
た
。

（
旧
）
少
、
の
貝
９
国
の
ユ
０
頁
・
Ｚ
『
・
】
や
ｍ
ご
い

（
応
）
し
か
し
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
Ⅱ
世
は
こ
の
協
定
を
認
め
ず
、
結
局
プ
ロ
イ
セ
ン
凧
も
一
○
月
一
Ⅱ
退
却
す
る
こ
と
に
鞍
る
。

（
Ⅳ
）
酔
営
の
少
員
君
・
同
〔
く
・
日
匿
．
⑪
．
］
ご
ｍ
・
凶
骨
風
：
囚
舛
〉
ず
の
①
］
》
段
呂
の
ロ
厨
、
ロ
Ｃ
］
具
Ｃ
ｐ
ｐ
の
ぐ
》
⑪
・
も
司
帛
・
断
わ
る
ま
で
も
な
く
こ
の
発
言
は
実
情

を
過
大
祝
し
て
は
い
る
が
、
逆
に
ハ
ル
デ
ン
ペ
ル
ク
と
そ
の
政
府
の
盗
勢
を
如
爽
に
示
し
て
い
る
。
な
お
シ
ェ
ー
ル
は
プ
口
イ
セ
ン
と
の
和
解
を

「
緊
急
避
雌
」
と
す
る
が
、
一
ｍ
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
く
、
Ｆ
同
日
・
Ｐ
李
湧
・
が
こ
の
評
価
は
一
七
九
七
’
一
八
○
一
年
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
民

衆
運
動
の
評
価
と
も
か
か
わ
る
の
で
、
他
Ⅱ
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
旧
）
少
開
日
の
、
厚
臥
ｎ
頁
ｚ
【
．
、
》
の
．
】
田
．
】
⑪
⑪
．
届
『
．
届
の
．
一
三
Ⅱ
で
な
く
一
○
Ⅱ
と
断
定
す
る
の
は
、
一
七
九
五
年
七
Ⅱ
エ
ア
ハ
ル
ト
を
ハ
ル
デ

ン
ペ
ル
ク
に
引
き
△
叩
わ
せ
た
ア
ン
ス
パ
ッ
ハ
政
府
秘
裕
加
川
向
月
月
８
．
引
尿
・
日
且
寄
の
厨
目
ョ
：
ロ
を
次
の
よ
う
に
枇
拙
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
「
根
っ
か
ら
の
比
和
主
雑
粁
で
〔
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
を
含
む
フ
ラ
ン
ヶ
ン
謝
領
の
〕
小
専
制
附
主
を
諦
定
し
は
じ
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ

の
崩
壊
後
に
は
〔
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
Ⅱ
世
と
い
う
〕
大
専
制
衙
主
の
崩
壊
が
続
く
の
だ
。
」
ぐ
、
一
・
し
ぬ
８
斤
日
切
周
一
ｎ
ゴ
［
・
Ｚ
『
・
←
ぐ
・
日
巳
．
②
．
〃
」
属

（
⑬
）
何
ヶ
９
ｍ
・
局
の
【
。

赦
命
的
遊
徳
仙
の
弁
証
法

お
わ
り
に
ｌ
挫
折
の
意
味

一
九
一



なｉｉｉる
つO1jl111し
て的象か
い爪的し
るｎｌ１Ｄ;（な
り）か、１１が
だらにら

か祉固、
ら会執工
゜形ナア
成る′、
のこル

ｉ倫とト
ｌ１ｌ１にの

がよ’1ゲ

Ｍそ＃
さ、神
れ雌は

る史、
こ的特
と空定
に’１りの
よを雌

つ越史
てえ的
、る時
現ひ’'１１
代ろを
人が生
のりき
戒をた
々もだ
もちけ
まうな
たるの

新ので
たであ

なはる

緋なう
悩いか
をカコ・
リ｜･む
きなし
うぜろ

Ⅱな人

ざら’１１１
る、の

を佃iii
え々徳
な人性
〈のな

革
命
的
道
徳
性
の
弁
証
法

一
九
二

（
３
）
 

並
以
一
上
の
社
会
的
船
撚
を
か
ち
え
た
に
せ
よ
、
胸
襟
を
附
け
る
友
人
を
兇
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
せ
い
で
も
な
い
。
梢
神
的
孤
独
と
望
郷
の

（
４
）
 

念
が
募
る
な
か
で
、
信
念
の
中
核
、
人
権
へ
の
愛
を
奪
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
「
僕
に
と
っ
て
将
来
へ
の
展
望
と
は
こ
と
ご
と
く
カ

オ
ス
へ
の
展
甑
だ
。
一
体
ド
イ
ツ
の
政
流
体
制
改
航
に
と
っ
て
ど
ん
な
希
釧
が
あ
る
と
い
う
の
か
。
僕
は
生
き
過
ぎ
た
。
僕
は
決
心
し
て

（
５
）
 

い
る
、
世
川
で
し
の
に
な
ろ
う
と
い
う
一
切
の
Ⅱ
的
を
棄
て
、
緋
か
に
生
き
る
だ
け
だ
。
」
彼
は
民
衆
の
自
己
解
放
を
求
め
る
が
故
に
、

民
衆
の
直
接
性
を
、
つ
ま
り
ｎ
ら
の
立
脚
す
る
現
実
生
活
の
反
省
作
川
・
皿
論
的
再
構
成
の
欠
如
を
批
判
し
た
。
そ
し
て
披
命
的
道
徳
性

の
皿
論
を
、
同
時
代
人
で
は
匹
敵
す
る
者
の
な
い
ほ
ど
明
断
に
柵
魁
し
た
。
だ
が
現
実
の
民
衆
を
失
っ
た
と
き
、
赦
命
的
道
徳
性
は
そ
の

反
対
物
、
行
為
な
き
隠
遁
に
転
化
し
た
の
で
あ
る
。
民
衆
運
動
の
苦
悩
と
情
熱
が
孕
む
反
省
能
力
と
理
論
化
の
力
を
発
見
し
よ
う
と
努
め

な
が
ら
、
つ
い
に
発
見
で
き
な
か
っ
た
悲
劇
を
彼
は
減
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
悲
劇
は
エ
ア
ハ
ル
ト
ひ
と
り
の
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
さ
ら
に
彼
個
人
の
責
任
だ
け
で
も
な
か
っ
た
。
ひ
と
つ
の
時
代
輔
神
が
、
佃
の
生
が
体
現
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
時
代
桁
神
を
飲
み
こ

た
。
さ
ら
に
彼
、

ん
だ
の
で
あ
る
。

（
１
）
国
風
風
囚
回
帰
Ｆ
ロ
［
く
。
ｇ
】
Ｐ
Ｆ
弓
①
『
。
⑫
。
】
猿
・
鈩
口
、
汀
ｚ
ｍ
ｏ
汀
⑪
ｎ
コ
臥
洋
ご
○
口
く
。
回
向
回
の
①
目
『
Ｆ
の
ロ
の
ロ
⑭
ワ
の
い
、
す
『
＆
ワ
ロ
コ
い
い
い
⑭
－
＋
炉
。

（
２
）
た
と
え
ば
一
八
二
年
、
か
っ
て
の
『
専
制
』
論
文
を
Ｗ
刊
し
て
、
そ
れ
を
批
判
し
た
プ
ー
フ
ホ
ル
ッ
に
宛
て
て
「
私
は
専
制
批
判
の
…
…
点

で
少
し
も
変
わ
っ
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
」
と
書
く
。
国
臥
の
｛
：
司
凶
日
蝕
９
国
：
言
・
一
間
ぐ
。
ｇ
〕
呂
届
巴
・
⑪
・
切
目
・
』
段
●
ぐ
函
一
・
国
凶
の
命
：
。
⑩
‐



（
木
橘
が
な
る
に
あ
た
っ
て
、
学
会
報
告
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
ワ
イ
マ
ル
友
の
会
、
史
料
閲
覧
・
提
供
の
便
を
図
ら
れ
た
芝
川
巡
午
氏
、
脚
の
日
日
’

一
四
『
Ｏ
三
ぐ
目
三
円
⑰
の
っ
日
蜆
Ｃ
Ｄ
幻
・
の
［
且
〔
亘
亘
］
○
晋
の
宍
目
ｚ
屋
『
ロ
ロ
円
餌
○
の
『
『
ロ
：
一
ｍ
目
①
⑪
Ｚ
Ｈ
Ｓ
Ｂ
－
Ⅱ
冨
口
⑫
の
口
日
・
Ｚ
芹
コ
ワ
の
『
ぬ
》
の
Ｂ
１
日
『
○
三
く
目

菖
臼
ロ
堺
助
言
を
い
た
だ
い
た
シ
ェ
ー
ル
、
ベ
ン
ダ
、
ハ
ー
シ
ス
の
各
先
生
、
故
艮
知
力
氏
に
感
謝
し
ま
す
。
ま
た
一
九
八
二
年
度
、
一
九
八
七
年
度

法
政
大
学
特
別
研
究
助
成
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
付
記
す
る
。
）

［
貝
ゴ
ロ
臣
：
ロ
く
○
日
９
．
ｍ
．
』
田
］
・
仰
困
の
。

（
３
）
「
私
が
人
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
見
出
す
の
は
ま
す
ま
す
多
く
の
敵
で
す
。
」
ｍ
１
の
【
：
。
、
［
貝
ゴ
目
⑪
の
。
く
Ｃ
Ｂ
Ｊ
．
⑪
。
】
ｇ
』
．
ｍ
・
色
①
．

な
お
一
八
一
七
年
三
の
＆
・
一
己
の
。
弓
の
○
ヶ
の
【
’
塀
口
目
目
〔
一
・
口
の
．
【
○
日
目
⑩
の
５
コ
メ
ン
バ
ー
に
任
命
さ
れ
、
一
○
年
後
に
は
○
ヶ
の
『
‐

●
●
 

富
の
ｓ
ｏ
】
：
一
『
貝
に
昇
進
す
る
。
く
い
』
・
く
○
口
同
。
；
Ｚ
：
肝
○
ヶ
臥
陣
》
の
，
薩
・

（
４
）
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
な
い
し
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
に
帰
る
希
望
、
否
悲
鳴
は
練
り
返
さ
れ
る
。
ぐ
瞑
国
己
氏
目
○
の
［
の
【
宮
口
⑩
目
く
○
日
巴
・
』
Ｐ
届
ｇ
》

ｍ
０
ｍ
Ｃ
②
。
ｍ
『
一
の
（
凹
口
○
ｍ
［
の
『
夛
凹
后
の
ロ
ぐ
○
回
】
⑫
。
や
。
』
、
●
ム
マ
、
。
←
、
の
。
ロ
ユ
の
｛
■
。
Ｚ
旨
晉
ロ
ョ
日
円
く
Ｃ
Ｂ
ｇ
・
山
・
局
ご
》
の
。
、
⑭
⑭
。

（
５
）
ロ
ユ
の
ｍ
ロ
ロ
。
、
［
の
『
ず
口
巨
、
③
口
く
○
日
］
二
・
一
・
・
の
津
Ｐ
、
。
⑭
○
ｍ
。

革
命
的
道
徳
桃
の
弁
証
法

（
一
九
八
六
年
三
月
脱
稿
）

九


